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平成３０年６月 松本市農業委員会 委員総会 議事録 

 

１ 日  時    平成３０年６月２９日（金）午後１時２７分から午後３時０１分 

 

２ 場  所    議員協議会室（東庁舎３階） 

 

３ 出席委員    ４７人 １番 柿澤  潔     ２番 丸山 敏郎 

              ３番 森田 大樹     ４番 北川 和宏 

              ５番 百瀬 芳彦     ６番 岡村 時則 

              ７番 上條 陽一     ８番 上條信太郎 

              ９番 河野  徹    １１番 三村 和弘 

             １２番 太田 辰男    １３番 中島 孝子 

             １４番 荒井 和久    １５番 細田 範良 

             １６番 波田野裕男    １７番 赤羽 隆男 

             １８番 竹島 敏博    １９番 丸山 寛実 

             ２０番 上條萬壽登    ２１番 小林 弘也 

             ２２番 塩原  忠    ２３番 古沢 明子 

             ２４番 上内 佳朋    ２５番 栁澤 元吉 

             ２６番 波多腰哲郎    ２７番 田中 悦郎 

             ２８番 伊藤 修平    ２９番 橋本 実嗣 

             ３０番 小沢 和子    ３１番 竹内 益貴 

             ３２番 窪田 英明    ３３番 上條英一郎 

             ３４番 百瀬 道雄    ３５番 伊藤 素章 

             ３７番 百瀬 文彦    ３８番 小松 誠一 

             ３９番 菅野 訓芳    ４０番 百瀬 貞雄 

             ４１番 前田 隆之    ４２番 青木 秀夫 

             ４３番 萩原 良治    ４４番 波場 秀樹 

             ４５番 百瀬 秀一    ４６番 金子 文彦 

             ４７番 三村 晴夫    ４８番 上條  信 

             ４９番 赤羽 米子 

 

４ 欠席委員    １人 ３６番 忠地 義光 

 

５ 議  事 

   議案第４１号 松本市農地利用最適化推進委員の決定について【別冊資料】 

 

６ 協議事項 

   (1) 平成３０年度第１回松本農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更につい 

     て【別冊資料】 

   (2) リンゴ黒星病“薬剤耐性菌”の防除対策に関する緊急提言について【別冊資料】 

 

７ 報告事項 
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   (1) 平成３０年度第１回農業経営改善計画の審査結果について 

   (2) 平成３０年度第１回青年等就農計画の審査結果について 

   (3) 旅行積立等の清算について 

   (4) ５月定例部会報告 

   (6) 主要会務報告 

 

８ その他 

 

９ 出席職員 農業委員会事務局    局  長  山田 賢司 

          〃        局長補佐  板花 賢治 

          〃         〃    小西 えみ 

          〃        担当係長  齋藤 信幸 

       農政課       計画担当係長  中村 安広 

          〃        主  査  川口 重人 

          〃         〃    東山 睦子 

          〃        主  事  羽賀 裕輝 

          〃        主  任  大塚 留誠 

       松本農業改良普及センター課長補佐  小川  章 

 

10 会長あいさつ  小林会長 

 

11 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２１条第３項により成立 

 

12 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により小林会長が議長に就任 

 

13 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 ２３番 古沢 明子 委員 

                    ２４番 上内 佳朋 委員 

          〔書記〕板花局長補佐、小西局長補佐 

 

14 会議の概要 

議  長     本日の議案についてですが、総会、部会合わせて、農地部会に１８件の議

案が提出をされております。このうち、議案第５４号及び５５号の「農用

地利用集積計画の決定の件」並びに第５６号から５８号の「農用地利用配

分計画案の承認の件」につきましては、農業振興部会にそれぞれ事前の内

容審査を付託をいたします。農業振興部会では内容審査を行って、意見集

約の上、農地部会に報告をしてください。 

         これより審議に入りますが、本日は農政課の案件が３つございますので、

次第を変更いたしまして、まず協議事項１の松本農業振興地域整備計画の

変更の件、続いて報告事項１の農業経営改善計画の審査結果の件、報告事

項２の青年等就農計画の審査結果の件を優先して進行することといたしま

す。 
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         まず初めに、松本農業振興地域整備計画の変更についてお願いをいたしま

す。 

 

中村（農政課）  農政課計画担当の中村と申します。よろしくお願いいたします。着座にて

説明させていただきます。 

         説明の前に、資料、きょうたくさん配られていると思います。これから使

います資料について確認をさせていただきたいと思います。 

         左側にホチキスどめで２つとめてある資料を一部使いますが、１つは「協

議事項１」というふうに書かれた平成３０年第１回度松本農業振興地域整

備計画の変更についてという資料、もう一つは、変更申請地位置図という

ものです。いずれも１０何ページからの冊子になっているかと思いますが、

お手元にございますか。 

         それでは、説明のほうをさせていただきます。 

         主に説明は協議事項１の冊子のほうの資料を使いたいと思います。 

         それでは、資料１ページをおめくりください。 

         （１）変更案の概要としまして、今回の申請は１０件あります。１ページ

の表にもございますとおり、１つは重要変更というものが７件ございます。

もう一つは、軽微変更が３件ということでございます。重要変更について

は、内訳は農家住宅が４件、農家分家が２件、それから編入が１件という

ことになっております。 

         続きまして、２ページをごらんください。 

         これまでの経過と今後の予定についてご説明させていただきたいと思いま

す。 

         まず、（２）の経過としましては、アの変更申請受付ということで、こと

しの４月９日から４月２３日まで、この受け付けを行いました。以降、各

地区の農振協議会、それから現地調査、庁内検討会議が行われ、本日の農

業委員会総会で協議をしていただくというところでございます。 

         続きまして、（３）今後の予定についてですが、先ほど触れました軽微変

更３件については、アの松本市農業振興地域整備促進等協議会、８月２日

に開催されますが、ここで承認されれば、その後に公告及び申請者への通

知を予定したいと思っております。 

         残る７件、重要変更、先ほど重要変更７件ありましたが、これにつきまし

ては、イ以降、まず２７号計画案を県に事前調整というものを８月中旬に

行います。 

         それから、ウといたしまして、農振計画変更案を県へ事前協議ということ

で、１０月下旬に行いたいと思っております。 

         順調に行きますと、除外完了は平成３１年、来年の１月下旬を見込んでい

るところでございます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、変更案の協議に入ります。 
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         まず、農家住宅について説明をお願いいたします。 

 

中村（農政課）  それでは、３ページごらんください。 

         ここでは農家住宅の４件について、３ページ、４ページにかけて説明した

いと思います。 

         この表ですが、上から土地の所在、土地の所有者、転用事業計画者という

ふうに書いてありますが、要は申請者と考えていただければと思います。

その後、変更理由、面積等々が記載されております。 

         では、整理番号１番、３ページの島立地区について説明させていただきま

す。 

         申請者は、農業経営者の〇〇〇〇さんです。この今現在の居住状況につい

て説明させていただきますが、住宅が老朽化し、顕著に老朽化が激しくて、

修繕のほうも、拡幅はちょっと、周辺道路が非常に狭くなっているため、

農業資材の出入りに非常に困難な状況になっております。〇〇さんとしま

しては、今後の農業経営の効率化を考慮して、農家住宅の移転先として、

自分が所有されている農地の中でも最大規模の田んぼ５，３９８平米のう

ち、北側の８９０．９平米を農振除外として、転用したいというものです。

なお、この〇〇さん、現在の居住しているところは、移転後は取り壊すと

いうふうに予定しているところです。 

         ２番目、寿地区です。申請者は〇〇〇〇さん、〇〇さんご夫婦です。〇〇

さんのお父さんであります〇〇〇〇さんから農業経営を引き継ぎまして、

自己所有地である寿豊丘の農地を耕作していくこととなりました。現在、

このご夫婦は、２人の子供と市内のアパートに居住しておりますが、今後

の農業経営を考慮して、耕作地付近のところに居住したいというふうに考

えているところです。その住まいの選定に当たっては、〇〇さんのご実家

というところも考えたんですが、同居してしまうと手狭となってしまうと

いうことになりまして、農家住宅用として畑７５５平米のうち、北側の４

１９．１３平米を農振除外として、転用したいというものです。 

         整理番号３番、岡田地区です。申請者は、農業後継者である〇〇〇〇さん

です。〇〇さんは、農業経営者である〇〇さんが高齢になったということ

もありまして、今後の農業経営を考慮しまして、本家の近くに住みたいと

いうところでございます。居住に当たっては、位置選定をしたんですが８

７０平米ほどある本家敷地内を検討しましたが、東側の一部ががけとなっ

ております。 

         ここで、別冊でお配りしました位置図の３ページをごらんいただきたいと

思いますが、ここに岡田の案件がありますが、黒ポツがあるところ、東側

ですので、右側にがけあがりますので、この敷地内にもう１軒建てられる

余裕がないという状況でございます。そのため、本家の敷地の近くに農業

後継者の別棟住宅用として田んぼの５３７平米のうち、北西側の２６５平

米を農振除外として、転用したいというふうに考えているところでござい

ます。 

         それでは、整理番号４番、今井地区です。申請者は、農業経営者の〇〇〇
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〇さんです。〇〇さんの前の経営者のお父さん、〇〇さんから農業経営を

引き継いで、今現在、仮住まいである市内のアパートから通いで本家の畑

を現在は耕作しているというところです。ただし、家族の介護が必要とな

りまして、農業経営と介護の両立を図るため、本家の近くに居住したいと

いうところで、当初、母屋のリフォームを検討しましたが、それも手狭で

あるため、本家の敷地内に離れを建設することが適当であると判断しまし

て、離れとして既存住宅用の接道用地を含めまして、畑２，０２０平米の

うち、北側の２３８平米を農振除外として、転用したいというものです。 

         以上の農家住宅４件は、地区の農振協議会で協議されておりますし、市の

関係課でございます農業委員会事務局、それから建設指導課との協議の結

果でも、除外はやむを得ないと判断しております。 

         以上、農家住宅４件についての説明は以上です。ご協議をお願します。 

 

議  長     ただいま農家住宅４件について説明がありました。 

         地元委員から何か補足説明がありましたら、お願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         次に、全体の委員の皆さんから質問、意見ありましたら、お願いをいたし

ます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         集約をいたします。 

         農家住宅４件、１，８１３．０３平米については、やむを得ないと、こう

いう形で集約をしたいと思いますが、ご承認をいただける方は挙手をお願

いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成ですので、農家住宅４件につきましては、やむを得ないという形

で集約をいたします。 

         次に、農家分家について説明をお願いいたします。 

         中村係長。 

 

中村（農政課）  それでは、資料５ページをごらんください。 

         ５番、６番についてご説明させていただきたいと思います。 

         まず、整理番号５番です。申請者の〇〇さん夫婦、あと整理番号６番の申

請者であります〇〇さん夫婦、ともに市内のアパートで現在暮らしており
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ますが、将来、子供が生まれるということも考慮しまして、アパートが手

狭になるんではないかということで、自己用住宅を建てるということを決

断されました。その場合、本家の分家用として、いずれも３００平米ほど

の農地を農振除外し、転用したいというものでございます。 

         農家分家の２件は、地区の農振協議会でも協議されておりますし、農業委

員会事務局とか建築指導課との協議の結果でも、除外はやむを得ないと判

断しております。 

         ご協議をお願いいたします。 

 

議  長     農家分家２件について、ただいま説明がありました。 

         地元委員から何か補足説明がありましたら、お願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         全体の委員の皆様から質問、意見ありましたら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         集約いたします。 

         農家分家２件、６０９平米については、やむを得ないと集約したいと思い

ますが、ご承認いただける方の挙手をお願いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成ということでございますので、農家分家２件については、やむを

得ないと、こういう形で集約をいたします。 

         次に、転入について説明をお願いいたします。 

         中村係長。 

 

中村（農政課）  それでは、６ページをごらんください。 

         整理番号、波田地区でございます。申請者の農業経営者、〇〇〇さんは、

現在、自己所有地と借入地を合わせて１万６，４００平米余りを耕作して

おりますが、今回の申請地を多面的機能支払交付金の事業対象として、隣

の農地との一体活用で地域農業の振興を図りたいということで、畑２筆、

５２８．９７平米を農振農用地に編入したいというものでございます。 

         編入は１件でございます。ご協議をお願いします。 

 

議  長     ただいま編入１件について説明がありました。 

         地元委員から何か補足説明がありましたら、お願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         全体の委員さんから質問、意見ありましたら、お願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         集約をいたします。 

         編入１件、２５８．９７平米については、同意すると、こういう形で集約

をしたいと思いますが、ご承認いただける方の挙手をお願いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成でありますので、編入１件につきましては、同意をするという形

で集約をいたします。 

         次に、軽微変更について説明をお願いいたします。 

         中村係長。 

 

中村（農政課） それでは、ページをおめくりください。７ページ、８ページについて、軽微

変更の案件についてご説明させていただきます。 

         ８番、和田地区でございます。申請者で農業経営者の〇〇〇〇さんが農業

倉庫用として、田んぼ８９５平米のうち、南側の１９５平米を軽微変更す

るというものです。 

         続きまして、９番、梓川地区です。申請者の農業経営者、〇〇〇〇さんが

農機具格納庫資材置き場として、畑２，１８３平米のうち、南側の２８平

米を軽微変更したいというものです。 

         軽微変更の最後、１０番ですが、梓川地区です。申請者の農業経営者、〇

〇〇〇さんが農業用倉庫として、田んぼ２，５００平米のうち、北東側３

２８平米を軽微変更したいというものでございます。 

         軽微変更は以上３件でございます。ご協議をお願いします。 

 

議  長     ただいま軽微変更３件について説明がありました。 

         地元委員の皆さんから何か補足説明がありましたら、お願いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         全体の委員さんから質問がありましたら、お願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         集約をいたします。 

         軽微変更３件、５５１平米については、了承すると、こういう形で集約を

したいと思いますが、承認いただける方の挙手をお願いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成でありますので、軽微変更３件につきましては、了承すると、こ

ういう形で集約をいたします。 

         最後でありますが、松本市の農業振興にかかわる計画（２７号計画）の変

更について、説明をお願いをいたします。 

         中村係長。 

 

中村（農政課）  資料、続く９ページから最後のページまででございますが、９ページをご

らんください。 

         松本市の農業の振興に関する計画、いわゆる２７号計画の変更について説

明をさせていただきます。 

         まず、この計画の趣旨でございますが、土地改良事業の完了後８年を経過

しない農振農用地については、農振除外ができないこととなっております

が、一定の要件を満たす場合に、満たす施設については、２７号計画を変

更し、県との調整を経た上で、例外的に除外を行うことが可能とされてい

るものでございます。 

         １０ページにわたって、土地改良事業の実施計画について記載されており

ます。ごらんください。 

         それでは、資料１１ページをお願いいたします。 

         先ほど協議していただきました整理番号１から１０までございますが、そ

の中で、整理番号１、４、５、６番の４件につきましては、それぞれ番号、

この１１ページの①、②、③、④の順で記載されておるところでございま

す。 

         ４件の変更申請面積の合計１，７３７．９平米は、国営中信平二期農業水

利事業の受益地でございます。 

         また、番号の④の３０９平米は、県営栄畑地帯総合整備事業下原地区の受

益地でもございます。 

         これらの案件は、地域の総合的な土地利用において問題がなく、農業上も

土地利用への支障が軽微であると判断し、土地改良事業の完了後８年を経

過しない土地でありますが、本計画を変更したいというものでございます。 

         以上、２７号計画の変更について説明となります。ご協議をお願いいたし

ます。 
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議  長     松本市の農業振興にかかわる２７号計画の変更について説明がありました。 

         これに対しまして委員の皆様から質問、意見ありましたら、お願いをいた

します。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         集約をいたします。 

         松本市の農業の振興にかかわる計画（２７号計画）の変更については、異

議なしと、こういう形で集約をしたいと思いますが、承認いただける方の

挙手をお願いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成でありますので、松本市の農業の振興にかかわる計画（２７号計

画）の変更については、異議なしという形で集約をいたします。 

         それでは、今までの意見結果をまとめて事務局から報告をしていただきた

いと思います。 

         山田局長、お願いします。 

 

山田局長     それでは、ただいまの協議結果の集約を報告いたします。 

         農家住宅４件、１，８１３．０３平米については、やむを得ないと集約し

ました。 

         農家分家２件、６０９平米については、やむを得ないと集約しました。 

         編入１件、２５８．９７平米については、同意すると集約しました。 

         軽微変更３件、５５１平米については、了承すると集約しました。 

         松本市の農業の振興に関する計画（２７号計画）の変更については、異議

なしと集約いたしました。 

 

議  長     ただいま事務局長から報告された集約で異議ありませんか。 

 

［異議なし］ 

 

議  長     異議なしということでございます。 

         協議事項１、平成３０年度第１回松本農業振興地域整備計画（農用地利用

計画）の変更については、以上のとおり農業委員会の意見として決定をい

たしました。ありがとうございました。 

         引き続き、農政課案件を優先してまいりますが、報告事項２、平成３０年

度第１回農業経営改善計画の審査結果について、農政課の説明をお願いい

たします。 

         農政課。 
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大塚（農政課）  農政課担い手担当の大塚と申します。本年度も認定農業者の担当となりま

したので、どうぞよろしくお願いいたします。 

         報告事項１に先立ちまして、少々お時間をちょうだいして、ご紹介をした

いことがございます。 

         皆様のお手元にお配りしてございますこちらの緑色の絵が描かれたものを

ちょっとごらんいただきたいんですが、こちら、昨年度１年間をかけまし

て完成をしました第６期のまつもと農村地域虹の橋プランでございます。 

         こちらは、農業委員会から古沢会長代理、田中農業振興部会長、赤羽米子

委員、中島委員の４名の皆様にもご参加をいただきまして策定を進めてま

いりました。策定委員の皆様には、お忙しい中、貴重なお時間とご意見を

たくさんちょうだいしました。感謝を申し上げます。 

         こちら、今後５年間の行動指針としまして、このプランをもとに、また農

村女性の活動を深めてまいりたいと思います。また、お目通しをいただけ

れば幸いでございます。 

         それでは、報告事項１、平成３０年度第１回農業経営改善計画の審査結果

についてご報告をいたします。 

         着座にて失礼をいたします。 

         こちら、１ページ、ごらんいただきたいと思いますが、制度の概要につい

ては、根拠法令は農業経営基盤強化促進法並びに同法施行規則に基づき、

松本市長が認定するものです。 

         認定基準は、こちら、変更はございません。記載のとおりとなっておりま

す。 

         第１回目の農業経営改善計画の認定者については、１ページ、２ページに

記載のとおり、新規が７件になりまして、２ページのほうにまいりまして、

再認定は１２件、以上１９件につきまして、第１回松本市農業支援センタ

ー農業経営改善班指導員による審査の結果、全件が承認されたことをご報

告いたします。 

         以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして質問、意見ありましたら、挙手をしてお願い

をいたしたいと思います。 

         百瀬さん、どうぞ。 

 

百瀬（芳）委員  最後だと思って、１つお願いしたいんですけれども、認定農業者の認定基

準というものの中身は、知らなくていけないんですが、各地区に認定農業

者がいると思うんですけれども、せめてその地区の農業をしている見本と

言っていいかどうか、模範の農業者になってもらいたいというふうに思い

ます。 

         というのは、田んぼの草はなかなか刈らないで、水路には勝手にふたをし

たり、穴をあけたりというような認定農業者がいて、困っているもんです

から、認定する要件の中にそういうものも入れてもらえればなと思います。 

         以上です。 
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議  長     今、百瀬委員の意見でありますが、やはり認定するに当たりまして、農業

委員があんまりかかわらないというふうなこともあるわけでありますが、

どう。 

         ちょっと事務局の方向性を出す前に、このことに対しまして、委員の皆様

意見がありましたら、お願いしたいと思います。 

         私も、実は認定した人には困っているところもあるわけでありまして、何

とかならないかなと思いながらも、指導班会議がかなり力がありますんで、

農政課で指導班、例えばそれぞれの地区のＪＡの課長さんが、まあいいじ

ゃないかという話で、これが認められているわけでありますけれども、チ

ェックするところが後の、百瀬さんの意見ではありませんが、後、誰もチ

ェックできないというような状況でもあります。これに対して意見ありま

すかね。 

         例えば、飼料米ですが、転作と関係なく飼料米つくるもんですから、私た

ち、中山間地で集団転作しているところへぽつんとつくって、それで水路

の管理をちゃんとしてくれればいいんですが、水をかけ流して、そして、

すると下へ全部、麦なら３分の１から半分くらい、その下の田んぼはでき

なくなっちゃうというような状況でありまして、本当に大勢の人たちに迷

惑がかかっているわけですが、飼料米だとそれはできるわけですね、えさ

米ということで。それを何年も続けて、苦言は言うんですが、来年はしっ

かりやるで、というような話で通っちゃうわけでして。 

何か意見ありましたら、お願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     いずれにしても、前から言っていますが、指導班会議の課長さんたちが集

まって、その皆さんがこれはいいとしていることでありますので、農業委

員会では認めるというような状況ではありますが、あまり何も言えないよ

うな状況ではあります。 

         私がこんなことを言っちゃいけませんが、意見がないようですので、ご承

知をいただきたいと思います。お願いします。 

         続きまして、報告事項２、平成３０年度第１回青年等就農計画の審査結果

について、農政課の説明をお願いいたします。 

 

東山（農政課）  それでは、報告事項２、平成３０年度第１回青年等就農計画の審査結果に

ついて報告いたします。 

         私、４月に農政課に配属になりました東山と申します。青年就農計画並び

に新規就農の担当となりましたので、よろしくお願いいたします。 

         着座にて説明させていただきます。 

         青年等就農計画ですが、皆様ご承知のとおり、平成２９年度までは第三者

機関である松本市農業支援センター経営指導班会議意見聴取の後、農業委

員会で協議をしておりましたが、今年度から経営指導班会議の審査を受け
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まして、松本市長が認定することとなっております。 

         農業経営基盤強化促進法並びに同法基本要綱、松本市農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想に基づき、申請のありました１件について認

定をいたしました。 

         認定基準については、資格要件及び認定基準のとおりとなっております。 

         ３０年度第１回青年等就農計画の認定者ですが、３番のとおり、２９年に

就農しました岡田の〇〇〇〇氏となっております。主にリンゴの生産をし

ております。 

         認定者については以上となりますが、また平成２９年度からの新規就農者

につきましては、計画どおり就農、経営していけるように、年２回のサポ

ート委員活動を実施しております。 

         農業委員の皆様には、既にご協力をいただいているところですが、また〇

〇さんについてもご協力をお願したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

         以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして質問、意見ありましたら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         本件につきましては、ただいまの説明のとおりでありますので、ご承知お

きをいただきたいと思います。 

         ありがとうございました。 

         それでは、初めに戻りまして、議案審議を進めてまいりたいというふうに

思います。 

         議案第４１号 松本市農地利用最適化推進委員の決定についてですが、委

員にかかわる案件でありますので、農業委員会等に関する法律第３１条、

議事参与の制限の規定に従いまして、これから指名をいたします７人の委

員の皆様には退席をお願いをいたします。 

         太田委員、上條信委員、竹内委員、波場委員、丸山寛美委員、波田野委員、

森田委員には、すみませんが、退席をお願いをいたします。 

 

（太田委員、上條信委員、竹内委員、波場委員、丸山 

（寛）委員、波田野委員、森田委員退席） 

 

議  長     それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、議案第４１号の説明をさせていただきます。 

         使います資料は、本冊資料から別冊になっておりますけれども、別冊資料

として調製しました議案第４１号 松本市農地利用最適化推進委員の決定
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について、それから関連しまして、本日お手元に配付させていただきまし

た農業委員会委員の任命について（報告）という２つの資料をお手元にご

準備ください。 

         それでは、着座にて失礼をさせていただきます。 

         改正農業委員会法に従いまして、農業委員会は新たに農地利用最適化推進

委員を委嘱することとなりました。この６月委員総会では、松本市の推進

委員を決定することについて、農業委員会の承認を求めるものでございま

す。 

         関連しまして、農業委員会委員の任命ということで、この松本市議会６月

定例会におきまして、法に基づきまして市長が提出しました議案に対しま

して議会の同意が得られましたので、報告をさせていただきます。 

         関連資料の写しということで、１枚めくったところに６月市議会に提出し

た第１４号議案ということで、農業委員会委員の任命についてというもの

を添付してございます。実際の議案には、これに２６名分の履歴書が後に

添付されていたというものでございますけれども、今回は省略をさせてい

ただきます。 

         ６月２１日、議会同意ということでございますので、よろしくお願いいた

します。 

         それでは、また最初の本冊資料のほうでございますが、推進委員の決定と

いうことでございます。 

         法に基づきまして、農業委員会で定めました担当区域ごとに農業者等から

候補者の推薦を求め、また一般募集も行いましたところ、条例定数と同じ

１８人の推薦がありました。推薦書に基づき事務局で審査、法や規則で定

める委員の欠格事項の該当者がいないことを確認しましたので、推薦があ

りました１８人全員を推進委員に委嘱したいと考えました。そして、今回

提案をさせていただくものでございます。 

         候補者の詳細については、議案第４１号をごらんいただきたいと思います。 

         担当区域、１番、旧市、岡田、本郷ですが、横田３丁目の大月國晴さんで

ございます。 

         第２区域、中山、寿、内田でございますが、中山の太田辰男さん、それか

ら寿小赤の赤羽武史さんでございます。 

         第３区域、入山辺、里山辺は、入山辺の朝倉啓雄様でございます。 

         第４区域、笹賀、芳川でございますが、笹賀の村沢さんでございます。 

         第５区域、神林、今井でございますが、神林の上條博志様と今井の田中武

彦様でございます。 

         第６区域は、新村、和田でございますが、新村から中平さん、和田から上

條一利さんということでございます。 

         第７区域は、島内、島立でございます。島内の堀内さん、それから島立の

上條さんということでございます。 

         第８区域は、四賀でございます。板場の竹内さん。七嵐の大澤さんという

ことでございます。 

         第９区域は、安曇、奈川、梓川ということでございますが、３名、梓川梓
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の波場さん、梓川倭の丸山さん、梓川倭の波田野さんでございます。 

         最後、第１０区域、波田でございますが、波田の森田さんと波田の中澤さ

んということで、以上１８人の候補者となりますが、１枚めくったところ

の添付資料のとおりでございますが、こちら、最後のページに法令の関係、

条例を添付してございますが、アンダーライン引っ張ってあるところを着

目していただければと思いますけれども、特に法の第１７条ですね、農業

員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから

推進委員を委嘱しなければならないと規定されております。この点につき

ましては、地区の推薦理由にもありますとおり、各人が熱意と識見を有す

る者というふうに判断をしてございます。 

         地区から推されて出てきたということで、ふさわしいというふうに考えて

おりますけれども、提案した候補者１８人につきまして、推進委員に委嘱

することについて、農業委員会でご決定をいただきたいと思います。 

         なお、推進委員の委嘱状交付式は、新体制に移行してからとなります。８

月１７日の午後を予定しておりますので、ご承知おきを願います。 

         以上でございますが、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議  長     ただいま４１号 松本市農地利用最適化推進委員の決定について説明があ

ったわけでありますが、このことに対しまして発言のある方の挙手をお願

いをいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         議案第４１号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手をお

願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案のとおり決定されました。 

         委嘱状交付式は、事務局の説明のとおりでありまして、新体制発足後の８

月１７日を予定しておりますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 

         退席している７人の委員の皆様には入場を許可いたしますので、事務局は

対応をお願いいたします。 

 

（太田委員、上條信委員、竹内委員、波場委員、丸山 

（寛）委員、波田野委員、森田委員入室） 

 

議  長     ありがとうございました。 

         次に、急遽きょう提出する案件となります。次第にはありませんけれども、

本日配付いたしました資料から、協議事項２、リンゴ黒星病“薬剤耐性
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菌”の防除対策に関する緊急提言について、まず農業振興部会長の田中さ

んから趣旨説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

田中委員     ご理解、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

         ご存じのとおり、この松本市のリンゴ、面積的には６００ヘクタールくら

いですか、売り上げで３０億円、米に次ぐ農産物というふうに理解をして

おります。 

         リンゴに特化した中で、土の中の病害を除けば、腐らん病、斑点細菌病、

黒星病が３つの大きな病気ということで、腐らん病は、もちろん薬剤防除

もありますし、管理の関係もあります。小まめな手当てをすれば対応でき

ますし、また斑点細菌病も同様ですけれども、ここで黒星病なんですが、

黒星病は従来、治療効果もあり、また防除効果もあるというような薬剤を

ずっと使っておったわけですけれども、青森県で抵抗性のある病原体が発

見というか、発生してしまったということです。それが、この春先から松

本市のほうへ導入されました。 

         この病原体に罹病しますと、治療特効農薬はもちろんありませんし、壊滅

的な被害に遭うということで、我が地元もそうなんですが、大変リンゴ農

家の皆さん、危惧している状況です。 

         また、本日お示ししてある資料の中に経過等も触れさせてありますので、

そこをごらんいただけばわかるかと思いますけれども、これに対する対応

は、前段で申し上げたとおり、薬剤での治療効果は期待できないというこ

とで、実情的には、予防農薬の防除、または発見し次第、切除して焼却す

るか土へ埋めるということで、大変なリンゴ農家の皆さんは危惧を抱きま

して、ＪＡのリンゴ部会組織では、この危機的な状況の中から、皆さんで

一致団結して特別防除をし、なお一層、今まで黒星病対策としての防除歴

へ組んであった殺菌剤を急遽かえて、防除効果が高い剤をそこへ組み込ん

でいこうということで、人的にも経済的にも非常に苦慮して悩んでいるの

が現状です。 

         また、この病原体、空気感染と、やっぱり人的接触感染がありまして、そ

れが主な内容でございますが、先ほど申し上げた防除以外、やるすべがな

いということで危惧している中、３０億円の売り上げがある、また先ほど

申し上げた６００町歩という中で、行政として、基礎的自治体として、こ

の事態に果たして黙っていてもいいのだろうかというような危機感を、そ

れぞれ会長ほか役員の皆さんも含めた中で共有した中で、やはりこの松本

市としても、何らかのサポートなりをしていくべきじゃないかということ

で、急遽、またこの機会を得まして、皆さんにご理解とご協力を願うとい

うふうな次第になったわけであります。 

         以上です。 

 

議  長     続きまして、提言内容について、事務局の説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 
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板花局長補佐   それでは、本日お配りしました資料の中身を見ていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

         １枚おめくりいただきまして、そこら辺、ちょっと文章を見ながらお願い

します。 

         ６月１９日に県の発表でございますが、リンゴ黒星病薬剤耐性菌が確認さ

れたということでございます。プレスリリースを経まして、６月２０日の

新聞でかなり報道はされたということでございます。 

         このことについては、市内ＪＡを初め、リンゴ生産者に大きな衝撃を与え

たということで、現場では緊急対応ということになっております。 

         農業委員会が独自に２つのＪＡに確認しましたところ、ことしの春までに

少なくとも２つのＪＡで７，６００本以上のフェザー苗ですとか、１本苗

というような状態の苗が導入をされております。 

         それで、ハイランドさんでは、新聞報道が６月２０日にあったんですが、

翌６月２１日から３日間かけて５，０７０本全て抜き取って、処分をした

という経過がございます。 

         また、ＪＡあづみさんにつきましても、既に４０数本処分はしているんで

すが、残りの５００本ほどについても、本日から集中的に処分を始めると

いうふうに聞いております。 

         部会長おっしゃったとおり、特効薬がないと。遺伝子がもう変わっちゃっ

ているわけでございますので、特効薬がないということで、新たに登録を

目指す一剤が検討されているようですが、登録までには四、五年かかると

いうようなことも言われております。 

         という中で、ＪＡの対応としては、急遽抜き取って焼却というふうな対応

をとっているということでございますが、いかにこれから蔓延を防いでい

くかということが重要になります。 

         予防対策に重点を移した措置が必要となり、産地維持のため、生産者が一

丸となって病気の蔓延防止に努める体制の構築が求められるということで

ございます。 

         そこで、緊急提言ということで、３点の提言ということでございます。 

         １番、慣行防除では抑制できない黒星病薬剤耐性菌の発生に伴い、市内の

生産者が予防のため新たに必要とする農薬散布に対する財政的な支援の実

施ということで、新たに防除体系を変更して、３つほど新たな薬品を散布

せざるを得ないということでございます。ここら辺のところで、財政的な

支援ができないかというところが１点目でございます。 

         ２点目は、本病の蔓延防止に向けまして、条例規制の検討を含め、関係機

関連携による一般栽培者及び栽培放置園等への注意喚起並びに指導の徹底

ということでございます。 

         前段の「条例規制の検討を含め」という部分は、現在、松本市に腐らん病

まん延防止条例というふうなものが、昭和４９年に制定された古い条例な

んですが、まだあるということでございます。改善勧告、改善命令、命令

に従わなければ行政代執行というふうな強力な条例があります。こんなよ

うなものも視野に、それに匹敵するような今回は病気じゃないかというふ
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うなところで、黒星病防除に非協力的なところについては、そういった指

導も必要じゃないかというふうな意味合いも含めて、「検討を含め」とい

うことでございます。 

         あと、「一般栽培者及び栽培放置園等への注意喚起」という部分では、一

般栽培者、ＪＡ傘下にある生産者、もちろんＪＡの指導に従って忠実に防

除をやっておられるということでございますが、一般栽培者というところ

では、家庭の自家用の果樹ですとか、ＪＡとはちょっと違った形の果樹栽

培もあるかと思います。 

         また、栽培放置園というのは、我々農業委員会の仕事とも密接に関係して

おりますけれども、遊休農地、遊休園地と申しますか、栽培放任園という

ふうなところも中にはあろうかと思います。こういったところで蔓延がし

てしまうと、産地全体の取り組みができなくなるというふうなことがあり

ます。 

         ですので、こういったところも含めて注意喚起、指導の徹底ということで、

農業委員会としても、地区において、このような栽培放置園のようなもの

があれば、地区の中で指導を強めていかなければいけないということで、

我々自身も問われる部分ではございますけれども、これを２番としており

ます。 

         ３点目が、防除の取り組み効果を高めるため、専門的知見を有する県の指

導のもと、市域を超えた広域連携体制の構築ということで、言うまでもな

く、風に乗ると５００メートルも胞子が飛散するというようなことも言わ

れている中で、松本市だけの問題ではないということでございます。 

         もちろん普及センターのほうで強力的に指導をしておりますし、情報も逐

次流していただいているわけでございますが、再度農業委員会が提言を行

うことによって、これが一般に浸透するということも考えております。 

         こういった提言をまとめて、本日、役員対応で写真撮影の後、提出を考え

ているところでございますので、ご協議をお願いいたします。 

         以上でございます。 

 

議  長     ただいまから質疑を行います。 

         発言のある方の挙手をお願いいたします。 

         三村委員。 

 

三村委員     私も農業者団体の推薦の位置づけの中で、こんなような形で農業委員とし

て市に提言していただけるということ、本当に心より感謝を申し上げると

ころでございます。 

         この病気の内容につきましては、今、田中部会長、また板花補佐のお話の

とおりでございます。 

         そういった中で、若干私の立場でおつなぎ申し上げますけれども、この病

原菌のもとは青森に発生したわけでございます。平成２６年ごろから発生

していたのではないかと言われております。 

         そういった中で、この３０年の春までに、昨年の秋からですけれども、青



18 

森県産苗木業者、約８社あるわけですけれども、そちらから長野県下に、

今つかんでいる本数では、約１万４，０００本長野県下に導入されている

んではないかと言われています。その半分の７，１３７本がハイランド農

協管内、県下の導入の半分がハイランド農協に導入されております。これ

は、青森の苗木業者とのつながりの中で、過去数年、苗木業者との取引の

中でハイランド、多くの苗木を導入してきたわけですけれども、そういっ

た中で、ことしの春植えたフェザー苗と言われる、今取り組んでいる高密

植栽培、約１０アール３００本から４００本植えをする栽培方法でござい

ますけれども、その苗木が約７，４３７本、そして従来の１年生の１本苗

と言われのが、約３，０００本からハイランドに導入されたわけですけれ

ども、その７，１３７本、高密植栽培用の苗木ですけれども、ことしの春、

農家の皆さん、手塩にかけて栽植をし、そして全ての枝を誘引するという

大変な作業があったわけですけれども、その苗を農家の皆さんのご理解を

いただく中で、全て抜根、焼却処分をさせていただいたわけでございます。

これについては、拡散防止という、一番はやはり拡散防止でございます。 

         そういった中で、罹病に疑わしいという形の中で、そういった作業をさせ

ていただいて、農家さん、本当に大変なる切ない思いをされておるわけで

すけれども、そういった中で、既存の周辺の農家においても、拡散防止と

いうことで、特産の農薬の散布という形の中で、いずれにしましても、来

年度以降、この菌が残らないような形の中で、長野県下全ての農協、生産

者が取り組んでいくべきものと思っております。 

         この病気、過去、昭和６２年にも大発生したわけでございますけれども、

その当時は耐性菌ではなかった中で、農薬の散布、治療、防止というよう

な形の中で、約四、五年かかってそれでも終息を迎えたわけですけれども、

今回はこういった形の中で、耐性菌ということで、県の防疫所含めた形の

中で、県下挙げて取り組んでいただきたいということで、農協の立場でも、

そんなような運動もさせていただいておりますので、どうか今回、松本市

の農業委員会においてもご理解をいただく形の中で、こういった形の対策

をとっていただき、また啓蒙活動にもお手伝いいただけばなと、こんなこ

とを私の立場からもお願いを申し上げたいと思います。 

         大変ありがとうございます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかにこれに対しましてご意見ございましたら、お願いします。 

         岡村委員。 

 

岡村委員     既に苗木の周りの木が、もう既に出ているんですよ。転移しているんです

けれども、私、数年前にこの会でもお願いした経過があるわけですが、廃

園農家ですね。果実もとらないで、そのまま山のような木のように荒れち

ゃったと、果樹園がですね。これを切らないことには、ますます黒星がま

ん延していくんじゃないかと。だから、抜本的な対策として、これは伐採

処理ですね。根本から切ると、こういうことが必要に迫られているわけで
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ございますけれども、やめていく農家は、とてももう高齢化しちゃってい

て手が回らんと。そしてまた、消毒するにも、生産上がらないところで薬

捨てるような消毒はできないと、こんなことで、本当に弱り果てておりま

す。 

         これ、本当に強く行政からも後押しいただいて、廃園される農家はそれだ

けの責務があるわけだから、周りに迷惑をかけないということの重大性を

もっと圧力をかけて、ＪＡ等でもお願いして、今後も指導を強めていかな

いと、本当に行き詰ってしまうと思うんですよ。 

         ですから、ただ単に特効薬の予防薬をかければという問題と並行して、今

現在、廃園になっているところの木ですね。それに対する対策というもの

も講じていただかなければならないんじゃないかと思うわけであります。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         大変な事態であるというふうなことでございますが、ほかにご意見ありま

すか。 

         百瀬委員。 

 

百瀬（芳）委員  さっきの三村委員の話を聞くと、平成２６年ころから青森では出ていたと

いうことになると、ことしで４年目になるんですけれども、例えば鳥イン

フルエンザとか、豚コレラというようなのが出た場合には、すぐ移動の禁

止になりますよね。４年も前に出ていたのが、どうして県とか農水省で苗

木の移動の禁止とか、そういう措置をとらなかったのかという、行政の怠

慢というか、そういうものがあるんじゃないかというふうに思います。 

 

議  長     田中部会長、その辺はどう。 

 

田中委員     法的に植物防疫法とかよく知らないんですが、それで豚コレラとかあった

場合に、具体的な移動禁止って出てくると思いますが、類推するところ、

この事態は、青森はその該当じゃないんじゃないですか。別に行政の肩持

つわけじゃないが、結果的にはそういうことだと思いますが、やっぱりそ

こまで注視する必要ありますね、現実にこうなれば。というふうに結果論

としては思いますけれども。 

 

議  長     よろしいですか。 

         三村委員。 

 

三村委員     苗木法の中では、やはりそこの関知はないと思いますけれども、いずれに

しても、ただ苗木だけで移動するだけでなく、人的にも、体に菌が付着し

て移動もします。また、果物にも罹病します。そういった形の中では、こ

の黒星病菌というものは、ただ苗木だけの移動じゃないという形ですので、

行政の怠慢とは思いませんけれども、青森では青森の中でも、やはり日本
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一のリンゴ産地ですので、県挙げて対策といいますか、防除徹底をしてき

たわけですけれども、しかしながら、こういった形の中で拡散をしてきた

ということですので、お願いをしたいと思いますけれども。 

 

議  長     ほかにどうですか。 

         この問題が出まして、今、地域振興局の課長さんは今井の〇〇さんであり

まして、もともとこういったところから出てきた課長さんでございまして、

きょうも〇〇さんからいろいろな話を聞いてきましたし、うちの中村課長

もそこに一緒にいたわけですが、県としては、大分早い段階からいろいろ

対策を講じているんだというふうな話でありましたが、ただ、ＪＡもやっ

ているし、それであづみ農協は３日ばかり前だと言ったね、いよいよ動き

出したのは。ただ、困るのは、今、岡村さんや三村さんから言われました

ように、それだけの耐性菌があって、大変困った問題ではありますが、個

人的にどうも買って植えている農家もあるというような話でございまして、

行政も、青森の業者に、その苗木業者に情報を出してくれというようなこ

とでお願いしても、今、秘密何とか法の何とかかんとかというやつで、出

さないというんですね、業者は。そこに問題もあるじゃないかなというこ

とで、どっちにしても、行政も農家も本当にこれ、緊急事態だというよう

なことで、対応をお願いしなきゃいけないといったようなことで、農業委

員会としても、急遽、きょうこれから部長に提言書を出してまいりたいと

思いますが、補足して何か皆さんで意見ありましたら、お願いします。 

         波田野委員。 

 

波田野委員    今、個人とされましたけれども、通販での苗、そこら中で買えるもんで、

地域の人に、今こういう病気が発生していますというか、リンゴの個人の

導入とか家庭栽培のほうですけれども。そういう広報して、産地と確認、

注意喚起もしなきゃ、専業農家ばかりきちっとしていても、個人でどんど

ん入ってきて、もしそういう感染した苗が入れば、またそこから、それを

知らなければ、どんどんうんと大きく病気になっちゃってからさあさあと

なってはいけないので、一般市民の方にも、こういう病気があるんで、苗

木の購入は注意しろとか、何かそういうようなこともしっかり広報してい

ってもらわないといけないと思いますので、その点もまたお願いします。 

 

議  長     ほかにどうですか。 

         はい、どうぞ。 

 

田中委員     先ほど岡村さんがおっしゃったみたいに、３つの内容になっているですが、

４点目として、意見書にも我々、ここ数年来書かせていただいた経過があ

りますけれども、その辺ちょっと書き込んでいただいて、あわせた中でこ

の緊急提言という内容にしていけばどうかというふうに思いますけれども。 

 

議  長     きょうの緊急提言の趣旨説明については、田中部会長からちょっと詳しく
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説明していただきますので、その辺はまた部会長のほうでつけ足して要望

もしていただきたいというふうに思います。 

         いろいろあると思いますが、本件につきまして、こういう形で提言をする

ということにご承認いただける方の挙手をお願いをいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成でありますので、本件は了承をされました。 

         夕方、農林部長に役員対応として提言書を提出をすることといたします。

よろしくお願いいたします。 

         次に、報告事項３でありますが、旅行積立等の清算について、事務局の説

明をお願いいたします。 

         小西補佐。 

 

小西局長補佐   それでは、私から資料４ページ、報告事項３についてご説明いたします。 

         旅行積立等の清算についてでございます。 

         着座にて失礼いたします。 

         農業委員の任期満了に伴いまして、旅行積立金及び慶弔金の清算について

報告いたします。 

         旅行積立及び慶弔金の残額、６月２１日現在ですけれども、旅行積立のほ

うが１，１８１万８，１３８円、旅行積立は２７年の８月、皆様が農業委

員になられたときから、毎月１万円報酬のほうからいただいておりました。 

         慶弔金のほうですけれども、必要があるごとにいただいておりましたが、

ただいま残額が３万９，８７０円となっております。 

         清算についてですけれども、旅行積立のほうですが、７月に予定されてお

りますお別れ旅行の費用、一応見積もり３万４，０００円少し出ています

ので、３万５，０００円を残しまして、７月の末をめどに報酬のほうの口

座にお戻しをしたいと思います。また、旅行不参加の委員につきましては、

全額をお返しいたしますので、お願いいたします。 

         慶弔金のほうでございますけれども、返金はしないとしまして、きょう、

この部会終了後、任期満了の記念写真撮影いたしますけれども、そちらの

ほう、業者さんのほうから１枚８００円でということで聞いておりますの

で、そちらに充て、数円残るかと思いますが、そちら、お別れ旅行のほう

で使わせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

         旅行積立のほうですが、今月の報酬、６月まで引かせていただきました。

７月のほうではもう行わないということとしますので、よろしくお願いい

たします。 

         私からは以上です。 

 

議  長     ただいまの説明に対しまして質問、意見ありましたら、お願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようです。 

         では、そんな形で、事務局のほうで清算させていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

         次に、報告事項４、５月の定例部会報告に入ります。 

         なお、農業振興部会には議案はございませんでしたので、報告はありませ

ん。 

         それでは、上條部会長、お願いします。 

 

上條（陽）農地部会長 それでは、５ページをごらんください。 

         ５月の定例農地部会の報告を申し上げます。 

         ５月３１日開催の農地部会において、議案２１件につきましてそれぞれ慎

重に審査を行った結果、いずれの案件も許可、承認または決定されました。

その内容はそれぞれ記載してあるとおりでございますので、よろしくお願

いいたします。 

         また、農地法第４条及び第５条の許可、承認案件につきましては、５月２

２日に上條信委員及び百瀬道雄委員のお二人がそれぞれ現地を確認してお

りますので、申し添えます。 

         以上説明申し上げまして、５月の定例農地部会の報告とさせていただきま

す。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続いて、報告事項５、主要会務報告でありますが、資料６ページに記載し

てございますので、お目通しをお願いをいたします。 

         以上で報告事項は終了いたしました。 

         続きまして、その他の項目に入ります。 

         最初に、松本改良普及センターから情報提供をお願いいたします。 

 

小川（松本農業改良普及センター） 松本普及センター、小川と申します。よろしくお願いし

ます。 

         今回、第３期長野県食と農業農村振興計画の資料をお持ちさせていただき

ました。こちらのほうは、２０ページに松本版の内容が書いてございます

ので、また後ほどごらんいただければと思います。 

         それと、その間にホチキスどめで資料を幾つかお持ちさせていただきまし

た。 

         先ほど来、話がございますリンゴ黒星病の関係の資料も１ページから３ペ

ージまで掲載しておりますので、またご一読いただければと思います。 

         それと、ちょっと１カ所だけ、２ページをちょっとごらんいただければと

思うんですけれども、このリンゴ黒星病なんですけれども、ちょっと典型

的な症状がこの２ページの写真に、写真３のあたりかと思うんですけれど

も、写真２のほうは葉表にあるちょっと下膨れしたような部分が左側にあ
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るかと思います。ちょっと白黒で申しわけないですけれども。あと、写真

３のほうが葉裏なんですけれども、ちょっと黒くすすけたような菌そうが

見えるんですけれども、ここらの症状が非常に典型的なものです。 

         それで、ちょっと先ほど来お話がございました他県から導入された苗なん

ですけれども、葉っぱではなくて、やはり枝のほうにくっついていた部分

があるということで、なかなかちょっとそういうものが入ってくるという

のがちょっと想定しにくかった部分もあったんじゃないかなと思うんです

けれども、県下のほうでは、本当に松本ハイランドさん中心に非常に迅速

な対応をされたということでお話をお伺いしています。 

         また、多発するような園ございましたら、ご相談いただければと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

         ちょっとその他の資料につきましては、ちょっと割愛させていただきます

けれども、また後ほどごらんいただければと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

         以上、簡単ですけれども、お願いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続いて、事務局から説明をお願いいたします。 

         板花補佐。 

 

板花局長補佐   それでは、私のほうから数点ちょっとお知らせをさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

         まず、長野県農業会議の関係の県組織の役員の改選の関係でございます。 

         ６月２０日、一般社団法人長野県農業会議の通常総会、その後、臨時の理

事会が開催されまして、うちの小林会長が県農業会議の副会長理事に専任

されております。任期は２年ということでございます。 

         また、６月１３日でございますが、長野県農業委員会女性協議会の総会が

開催されまして、うちの古沢会長代理が会長に再任されております。任期

１年ですが、平成２７年６月から連続４期目の会長職ということでござい

ますので、ご承知おきください。 

         続きまして、農業委員会だより第８５号の発行ということで、本日お手元

に配付しております。お目通しをいただければと思います。編集委員会の

方に頑張っていただいたということでございますので、よろしくお願いし

ます。 

         それから、先ほどの任期満了のお別れ旅行の関係、出欠席の報告書を出し

てない委員は、本日中にお出しいただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

         それから、ご案内の中に３０年度農地利用最適化推進研修会の案内があっ

たかと思います。出席できる委員は出席をお願いしたいということで、７

月２６日でございます。出席する委員につきましては、出席報告書を事務

局にご提出いただければと思います。 

         また、同様に、先の話なんですけれども、１１月７日に第３回長野県農業
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委員会大会がことしは松本で開かれるわけでございます。要望事項や、あ

と講演会の講師等のご希望ありましたら、また事務局のほうにお願いした

いということでございます。 

         それから、あとそれぞれの地区におきまして、任期が迫ってまいりました

けれども、新しい委員への引き継ぎ等が始まるかと思いますが、懸案事項

については、それぞれの地区で引き継ぎをお願いしたいと思います。 

         ７月中、もしくは８月ぐらいをめどに、順次引き継ぎをお願いしたいとい

うことでございますし、関連して、議案がかなり家に帰るといっぱいたま

っているかと思います。なかなか処分に困るというようなこともあるかと

思います。市のほうでは、個人情報が漏れない形の処理システムを持って

おりますので、もしご来庁の折に、処分に困る場合は、束ねてどさっと持

ってきていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。 

         あと、何かホチキスぐらいはいいんですが、ビニール類とか、大きなでか

いクリップとか、そういうものだけはちょっと外していただくようにご配

慮をお願いしたいと思います。 

         あと、最後、きょうの写真撮影でございますが、４時４５分ぴったりに市

長、副市長が大会議室に入りますので、３０分には大会議室に来ていただ

いて、並んでいただくような形で、４５分には写真が、シャッターが押せ

る状態にしておかなければなりませんので、よろしくお願いします。 

         上着着用ということでご案内をしておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

         以上です。 

 

議  長     その他，委員の皆さんから何かございましたら、お願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、先ほど局長補佐のほうから、この６月２０日に総会がございま

して、私、中南信の副会長が２人でありまして、このたび選任をいただき

まして、長野県の農業会議の副会長というふうなことで任命いただきまし

た。皆様にまたご協力をよろしくお願いいたします。 

         それから、東北信のほうは、佐久の市川会長さんが副会長に、それからま

た会長につきましては、望月雄内さんが引き続き会長職というようなこと

でございまして、また選任をいただきましたので、また皆様の協力のほど

よろしくお願いいたします。 

         以上で本日用意をいたしました案件は全て終了いたしました。 

         議長を退任をさせていただきます。 

         ご協力ありがとうございました。 

 

15 閉  会 
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  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人 ２３番                      

 

          議事録署名人 ２４番                      
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平成３０年６月 松本市農業委員会 農地部会 議事録 

 

１ 日  時    平成３０年６月２９日（金）午後３時１０分から午後４時２５分 

 

２ 場  所    第２委員会室 

 

３ 出席委員    ２０人 １番 森田 大樹 

              ２番 青木 秀夫 

              ３番 上條萬壽登 

              ４番 赤羽 隆男 

              ５番 上條 陽一 

              ６番 上條英一郎 

              ７番 塩原  忠 

              ８番 太田 辰男 

              ９番 柿澤  潔 

             １０番 岡村 時則 

             １１番 伊藤 修平 

             １２番 上條  信 

             １３番 百瀬 道雄 

             １４番 菅野 訓芳 

             １５番 上條信太郎 

             １６番 小沢 和子 

             １７番 古沢 明子 

             １８番 栁澤 元吉 

             １９番 丸山 敏郎 

             ２０番 赤羽 米子 

 

４ 欠席委員    なし 

 

５ 部会長挨拶   上條陽一農地部会長 

 

６ 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２２条第４項で準用する第２１条第３項に 

          より成立 

 

７ 議長就任    松本市農業委員会部会規則第３条により上條陽一農地部会長が議長に就 

          任 

 

８ 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 １１番 伊藤 修平 委員 

                    １２番 上條  信 委員 

          〔書記〕農業委員会事務局係長 齋藤 信幸 
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９ 議  事 

 （１）議  案 

  （ア）農地法第３条の規定による許可申請許可の件 

      議案第４２号 

  （イ）農地法第４条の規定による許可申請承認の件 

      議案第４３号 

  （ウ）農地法第５条の規定による許可申請承認の件 

      議案第４４号～５２号 

  （エ）引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件 

      議案第５３号 

  （オ）農用地利用集積計画の決定の件 

      議案第５４号～第５５号 

  （カ）農用地利用配分計画案の承認の件 

      議案第５６号～５８号 

 

 （２）報告事項 

  （ア）農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

  （イ）農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

  （ウ）農地法第４条の規定による届出の件 

  （エ）農地法第５条の規定による届出の件 

  （オ）農地法第４条の規定による農業用施設届出の件 

 

10 出席職員 農業委員会事務局     局長補佐 板花 賢治 

          〃         係  長 齋藤 信幸 

          〃         主  査 大内 直樹 

          〃           〃  髙橋千恵子 

          〃         技  師 阪本 考司 

       農林部農政課 担い手担当 主  事 川嶋  遥 

        〃 西部農林課農政担当 主  査 上條 裕之 

 

11 会議の概要 

議  長     それでは、早速議事に入りたいと思います。 

         議案番号第４２号、農地法第３条の規定による許可申請許可の件、１件に

つきまして上程いたします。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         それじゃ、髙橋主査、お願いいたします。 

 

髙橋主査     それでは、議案書の２ページをごらんください。 

         農地法第３条の規定による許可申請の件です。 

         議案第４２号、大村○○番地、現況地目、田、５８５平米を大村にお住ま

いの○○○○さんが農地の保全のため、売買により所有権移転をするもの

です。 
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         この件につきましては、許可要件を全て満たしております。 

         以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、地元の委員さんの意見をお願いしますということで、大村でご

ざいますので、岡村委員さん、よろしくお願いいたします。 

 

岡村委員     過日、２５日に荒井農業委員さんと現地確認してまいりました。この場所

は、○○○の○○の３００メートルくらい西です。農道が南北に通ってい

るんですが、その農道沿いにある田んぼでございまして、この○○さんは

もう高齢で、奥さんも亡くなっておりお一人でおられて、もう整理してい

かなければならないと、そんなことで、この田んぼを○○さんにお譲りす

るということで、○○さんも、そこの地番の３枚北側に田んぼがございま

して、地続きというような状況の中で、譲っていただくと、こういうこと

であります。 

         この○○さんは、お母さんと奥さんと３人で農業を営んでおられまして、

田んぼを今回譲っていただいた上においては、しっかり耕作すると、こう

いうことであります。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ご意見等がないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第４２号につきまして、原案どおり許可することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり許可するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第４３号、農地法第４条の規定による許可

申請承認の件、１件につきまして上程いたします。 

         それでは、事務局から説明を求めます。 

         大内主査、お願いいたします。 

 

大内主査     お願いします。 

         それでは、議案書の３ページをお願いします。 

         農地法第４条の規定による許可申請承認の件です。 

         議案番号第４３号、内田○○○－○、現況地目、田、２１６平米外２筆、

計３筆に寿台２丁目にお住まいの○○○○さんが一般住宅を新築する計画

です。医療機関に近く、利便性の高い場所です。農地区分は３種であり、
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原則許可ですので、許可相当と判断しました。 

         なお、本案件については、一般基準等の各要件を満たしていると判断して

います。 

         以上、１件、３筆、３３７平米です。よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、議案番号第４３号について、地元の委員さんの意見をお願いし

ますということで、内田でございますので、上條萬壽登委員さん、お願い

いたします。 

 

上條（萬）委員  内田の片丘線で信号機のちょっと西側になります。今、写真に見えている

ところは、これが手前が道側になるんですが、これが北側になるのかな。

北側になるんですが、見えている家があって、その裏に畑があるんですが、

そっちのほうがうちを建てる条件的にはいいんですが、どうも担当課のほ

うで許可にならないということで、この道端の手前のほうに、かなりちょ

っと段差があって、道路からも低くなっているもんですから、かなり埋め

立てしなきゃいけないかなと思うけれども、許可にならないと言うもんで

すから、やむを得ずこの道端のほう、裏にも道あるんですが、裏のほうが

条件的には家を建てるにはいいような感じですけれども、やむを得ず道端

のほうに建てるということですので、お願いをしたいと思います。 

 

議  長     それでは、続きまして現地調査をしていただきました委員さん、今回は菅

野委員さん、古沢委員さん、どちらか。古沢委員のほうからお願いいたし

ます。 

 

古沢委員     ただいま上條さんがご説明していただいたとおりでございます。ジャガイ

モ畑の写真の右側には道路があります。そこから進入路がありまして、奥

へ入っていけるような状態になっております。非常に高い段差がございま

すが、ジャガイモ畑とその横を使って住宅を建てられるということです。

何も問題はないというように見てまいりました。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

       

[質問、意見なし] 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         本件につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第４４号から５２号、農地法第５条の規定

による許可申請承認の件、９件につきまして上程いたします。 

         それでは、事務局から一括説明を求めます。 

         阪本技師及び大内主査にお願いいたします。 

 

阪本技師     それでは、議案書の４ページをお願いします。 

         農地法第５条の規定による許可申請承認の件です。 

         議案番号第４４号、島立○○○○－○、現況地目、田、１７７平米、１筆

島立にあります○○○○○○○○○が仮設事務所、駐車場を一時転用する

計画です。譲受人からは原状復旧の確約書も提出されております。農地区

分は農振農用地でありますが、一時転用であり、農業振興地域整備計画の

達成に支障を及ぼすおそれのないものであるため、不許可の例外に該当し、

許可相当と判断いたしました。 

         続きまして、議案番号第４５号、新村○○○－○、現況地目、田、５０６

平米、１筆に波田にお住まいの○○さんが一般住宅を新築する計画です。

アルピコ交通上高地線新村駅に近く、利便性の高い土地です。農地区分は

３種であり、原則許可ですので、許可相当と判断いたしました。 

         続きまして、議案番号第４６号、和田○○○○－○、現況地目、畑、９９

８平米、１筆に野溝木工にお住まいの○○さんが建売住宅を新築する計画

です。和田出張所に近く、利便性の高い土地です。農地区分は３種であり、

原則許可ですので、許可相当と判断いたしました。 

 

大内主査     続きまして、議案番号第４７号です。寿豊丘○○○－○、現況地目、畑、

２６平米に塩尻市にお住まいの○○さんが農業後継者の別棟住宅を新築す

る申請です。農地区分は１種ではありますが、位置的代替性がなく、集落

に接続した住宅であるため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断しま

した。 

         続きまして、議案番号第４８号です。内田○○○－○、現況地目、畑、１

９８平米に内田にお住まいの○○さんが一般住宅を新築する申請です。農

地区分は２種ではありますが、位置的代替性がないため、許可相当と判断

しました。 

         続きまして、５ページをお願いします。 

         議案番号第４９号です。会田○○○○、現況地目、畑、５１９平米外１筆、

計２筆に上田市にある○○○○○○○が太陽光発電施設を新設する申請で

す。農地区分は２種ではありますが、位置的代替性がないため、許可相当

と判断しました。 

 

阪本技師     続きまして、議案番号第６０号、梓川倭○○○－○○、現況地目、畑、３

４７平米、１筆に安曇野市にお住まいの○○さんが一般住宅を新築する計

画です。農地区分では１種ではありますが、位置的代替性がなく、集落に

接続した住宅であるため、不許可の例外に該当し、許可相当と判断いたし
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ました。 

         続きまして、議案番号５１号、梓川倭○○○○－○、現況地目、畑、７４

３平米、１筆外１筆、計２筆に塩尻市にあります○○○○○○○が建売住

宅を新築する計画です。農地区分は１種でありますが、位置的代替性がな

く、集落に接続した住宅であるため、不許可の例外に該当し、許可相当と

判断いたしました。 

         なお、この案件ですが、農地法は２筆の申請となりますが、都計法の申請

は、開発審査対象の○○○○－○，７４３平米、１筆の申請になるため、

県の許可書と合せ、農業委員会から、農地法２筆、開発１筆の審査の旨、

意見書を出させていただきますので、よろしくお願いします。 

         続きまして、議案番号第５２号、波田○○○○－○、現況地目、田、３１

９平米、１筆に空港東にお住まいの○○さんが農家分家を新築する申請で

す。アルピコ交通上高地線渕東駅に近く、利便性の高い場所です。農地区

分は３種であり、原則許可ですので、許可相当と判断いたしました。 

         なお、各案件につきましては、一般基準等の各要件を満たしていると判断

しております。 

         以上、９件、１１筆、４，６１４平米になります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長     それでは、初めに議案番号第４４号でございますが、この案件につきまし

ては、委員に関係する案件でございますので、農業委員会等に関する法律

第３１条の規定により、丸山委員には退室をお願いいたします。 

 

（丸山（敏）委員退席） 

 

議  長     それでは、議案番号第４４号について、地元の委員さんの意見をお願いし

ますということで、島立でございますので、上條信委員さん、お願いいた

します。 

 

上條信委員    場所は、○○○○○の建物ですが、そのすぐ隣でして、農業に関する影響

というのは全くない場所で、農振地域がちょっと不思議だというような感

じの場所であります、一時転用でもありますし、問題ないと思っておりま

す。 

 

議  長     それでは、続きまして現地調査をしていただきました委員さんの意見とい

うことで、古沢委員、お願いいたします。 

 

古沢委員     ただいま上條委員さんからご説明いただきましたとおりでございます。問

題ないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等がないようでございますので、集約したいと思います。 

         本件につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、丸山委員さん、お入りください。 

 

（丸山（敏）委員入室） 

 

議  長     それでは、続きまして議案番号第４５号に入りたいと思います。地元の委

員さんの意見ということで、新村でございます。栁澤委員さん、お願いい

たします。 

 

栁澤委員     親が○○○○さんで、息子さんが○○○○さんということになります。結

婚して、奥さん、それから子供さん２人おられるようですが、子供さんも

大きくなってきているということで、住宅を建てたいということで、実家

の隣、屋敷続きになりますが、田んぼですが、そちらへ家を建てて引っ越

して、実家の農業も手伝いたいというふうなご意向になっております。 

         場所的には、先ほどありましたが、新村駅の南側、和田との境になります

が、周りが住宅地というふうな感じのところで、東と西が田んぼになって

おりますが、これも○○さんがやっておる田んぼということで、別に営農

上も問題ないんじゃないかということでございます。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。 

        菅野委員さんお願いします。 

 

菅野委員     写真を見ると、右側に道路ありますよね。角のところね。あれの南側だけ

れども、あそこずっと道路があって、もうその道路の左側も右側も住宅が

建たっていまして、大体あの辺、家が周りにもう建たっていますので、何

ら問題ないかなと、こんなふうに思っています。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 
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         本件につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第４６号でございますが、和田でございま

すので、赤羽代理のほうから、ご意見をお願いいたします。 

 

赤羽（隆）委員  この場所ですけれども、和田の出張所から１５０メートルほど西へ行った

右側です。この圃場、作物つくるには、機械も入りづらくなかなかやりに

くい農地でして、この赤い線が書いてある向こう側、あっちにも水田とか

畑あるんですけれども、そこがこの○○さんの圃場ばっかですので、ここ

へ家を建てても、影響するのは自分の畑ですので、問題ないかなと思いま

すんで、よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。古沢委員、

お願いいたします。 

 

古沢委員     ただいまの赤羽代理のほうからご説明いただいたとおりですが、そこのう

ちのところに入っていくのに、道路がちょっとわかりづらい場所ですが、

何も問題がないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

          

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それじゃ、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第４６号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         続きまして、議案番号第４７号でございます。地元の委員さんの意見とい

うことで、寿でございます。上條委員さん、お願いいたします。 

 

上條（萬）委員  片丘線沿いなんですが、このちょうど右側が道路になります。この○○さ

んの、その今の左側の垣根のあるところの奥のほうに母屋があるんですが、

それで道路沿いからその白い塀がずっと角にＬ字型になっているんですが、

その塀の向こう側に家を建てたいと、こういうことなもんですから、         

この残った畑については、これからずっと続いた別の地籍の畑があります
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んで、えらい別に問題はないかなというふうに見ていますんで、お願いし

ます。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。お願いい

たします。古沢委員さん 

 

古沢委員     写真で見ますと、右上に赤く見えるところが消火栓があります。白い塀の

一部を取り壊すようです。その奥の、イチイの垣根みたいになっているん

ですが、それを伐採して、きれいにしてから建てるということで、何も問

題はないと思って見てまいりました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第４７号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第４８号でございます。これも内田でござ

いますので、上條萬壽登委員さん、お願いいたします。 

 

上條（萬）委員  この○○さんは東京に住んでいる地主なんですが、○○さんの家が、おば

あちゃんだったかな。１人、左側のところに家があって、その娘さん夫婦

がそのところに一緒に今、入っているんですが、どうも狭いということで、

こちらへ家を建てたいということです。 

         ○○○の西側になるんですが、今、ハウスありますけれども、そこに畑が

あって、またその上はずっと宅地で、奥に林になっているところも宅地で

ありますので、いずれにしても宅地に囲まれたところですんで、問題はな

いかなというふうに思います。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。古沢委員

さん、お願いいたします。 

 

古沢委員     あの写真で手前が道路になっています。少し傾斜した土地ですが、右側に

ハウスがあって、その手前右側にはちょっとした池がありまして、左側に

は住宅がございます。何も問題はないと思って見てまいりました。よろし
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くお願いいたします。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第４８号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

[全員挙手] 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         続きまして、議案番号第４９号でございます。会田でございますので、伊

藤委員さん、お願いいたします。 

 

伊藤委員     場所は、会田のところから、１段、２段ぐっと上り切った傾斜地なんです

が、平らなところもございます。昔はここは桑畑ということでやっていた

ところです。この○○さんは、ここの土地はかなり荒れていて、雑木が生

えたりしていましたが、すでに伐採をされてきれいになっておりました。 

         また、○○さんも高齢で、農業、農産物をつくるということはできないと

いうふうな中で、太陽光というような話があって、人家はないし、ここは

防護さくが張ってないというようなことで、イノシシやシカの被害も多い

ところでして、やむを得ないじゃないかなということで見てまいりました。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。古沢委員

さんお願いいたします。 

 

古沢委員     この写真では平らに見えるんですが、ここへたどり着くまでには、もう本

当に細い道をひたすら上っていって、対向車があると、行違いができない

くらいとても大変な道路でありました。 

         私もこの場所は、初めて行ったんですが、とても景観のよいすばらしい場

所だなと今は言えるんですが、そのときは大変なところにあるなと思って、

本当に驚いて帰ってきましたが、とてもきれいに草も刈られておりまして、

周りの場所にも何も差し支えがないと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

らお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第４９号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第５０号でございます。梓川でございます

ので、古沢委員のほうからお願いいたします。 

 

古沢委員     あの場所は、写真に向かって右上が梓川中学校から梓橋のほうへつながる

県道がございます。両方道路に挟まれた農地であり、周りには何も支障な

く、問題ないと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただいきました、菅野委員さん、お願いいた

します。 

 

菅野委員     今、委員の言ったとおり、あれは写真の右上のほうまで道路であり、何ら

別に農業とかそういうのには影響はないと思いますので、いいと思います。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第５０号につきまして、原案どおり承認する方の挙手をお願いい

たします。 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案のとおり承認するものと決定いたしま

す。 

         続きまして、議案番号第５１号でございます。これも梓川でございますの

で、古沢委員のほうからお願いいたします。 

 

古沢委員     この場所は、手前に道路がありまして、左側の舗装道路が見えるんですが、

それがカーブしていまして、住宅地の奥のところにございます。周辺の環

境からしても、影響することはないと思って見てまいりましたので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長     現地調査をしていただきました委員さん、菅野委員さん、お願いいたしま
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す。 

 

菅野委員     あの写真の手間に道路ありますよね。あの道路のもう手前が住宅、新興住

宅が建たっていまして、それから写真の右側のほうにも道路があって、そ

のまた右側の道路沿いに、やっぱりもう住宅が建たっておりまして、住宅

に囲まれたようなところという場所なんですが、何ら別に問題はないんじ

ゃないかなというように見てまいりました。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで質問、ご意見等がありましたら、お願いいたし

ます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、ないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第５１号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第５２号でございます。波田でございます。

地元の委員の意見ということで、森田委員さん、お願いいたします。 

 

森田委員     先ほど事務局の説明のとおり、上高地線の渕東駅から歩いて一、二分です

かね。左側のほうはもう家庭菜園的なもので、この記した土地は、○○さ

んのおやじさんがつくっている田んぼで、ここに道が両側あるんですけれ

ども、何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、現地調査をしていただきました委員さん、どちらか。菅野委員

さん 

 

菅野委員     ただいま森田委員の説明のとおりで、場所的にも問題のない場所だなと思

って、しかも農業関係にも別にそんなに日陰になるとか、そういう影響は

ないんじゃないかなと、こんなふうに判断してまいりましたので、お願い

します。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ないようでございますので、集約したいと思います。 
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         議案番号第５２号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第５３号、引き続き農業経営を行っている

旨の証明願承認の件、１件につきまして上程いたします。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         髙橋主査、お願いいたします。 

 

髙橋主査     それでは、議案書６ページをごらんください。 

         引き続き農業経営を行っている旨の証明願承認の件です。 

         議案第５３号、群馬県北群馬郡榛東村にお住まいの○○○○さんが井川城

○－○○○○－○、現況地目、田、３６１平米外１筆、合計５６９平米に

ついて承認を受けるものです。 

         以上でございます。 

 

議  長     それでは、地元の意見をお願いいたしますということで、井川城でござい

ますので、青木委員さん、お願いいたします。 

 

青木委員     場所的には、ハイランドの西側のほうにあるところなんですが、ここのと

ころは、大きな田んぼ１枚あるところを北側のほう、この面積だけ２つに

分筆されておりました。それから、南側に大きく田んぼがあるんですが。

現在、群馬に住んでいるもんですから、田んぼはできませんが、ここの２

筆に曲がっているんですけれども、トラクターだけ端のほうに置いてあり

まして、時々来て、田んぼのほうは耕作をしているようでございました。 

         電話で確認をして、誰がやっているんだと言ったら、私がやっているんだ

って言っていまして、隣の県で、そんなに遠いところじゃないから、行っ

てやるんだといって言っていまして、北側のほうが本宅であるんですけれ

ども、畑で、実は本当に草がなくて、きれいに、今はやりの野菜が、トマ

トからキュウリからナスから、一通り全部きれいにできていましたんで、

感心して見てまいりましたんですが、考えてみたら、私も東京にいたとき

も、土日で帰ってくれば、そんなに遠くないからできると言われたのが、

間違いなくできるような気がして見てきました。問題ないと思います。 

         以上です。 

 

議  長     それでは、他の委員さんで本件につきまして質問、ご意見等がありました

ら、お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 



40 

議  長     それでは、ご意見等がないようでございますので、集約したいと思います。 

         議案番号第５３号につきまして、原案どおり許可することに賛成の方の挙

手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり許可するものと決定いたします。 

         それでは、すみません。報告事項に入りたいと思います。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         それでは、髙橋主査、お願いいたします。 

 

髙橋主査     それでは、議案書７ページからの報告事項でございます。 

         これらにつきましては、書類等完備しておりましたので、事務局長の専決

により処理いたしました。 

         農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件、７件、８ページ、

農地法第３条の３第１項の規定による届出の件、７件、９ページと１０ペ

ージ、農地法第４条の規定による届出受理の件、９件、おめくりいただき

まして、１１ページから１３ページ、農地法第５条の規定による届出受理

の件、１７件、そして１４ページですが、農地法第４条の規定による農業

用施設届出の件、１件です。 

         以上報告いたします。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     それでは、ただいまの報告事項につきまして質問等がありましたら、お願

いいたします。 

         上條信委員さん。 

 

上條信委員    ちょっと申しわけないが、１１ページの１７番と１３ページの２８番、○

○さんの所有権移転の件だけれども、これ、同じ土地で、買う人が違うと

いうことで、物件が一緒では。 

 

議  長     お願いします。 

 

髙橋主査     こちらの件ですが、１７番のほうの譲受人ですけれども、この方が、少し

この数日後に亡くなりまして、亡くなったということで、改めて２８番の

届け出のほうを、新たな不動産会社を受人として出し直したものになって

おります。 

 

議  長     いいですか。 

他に、どうですか。いいですかね。 

         はい、どうぞ。 

 

小沢委員     ８ページの１８番なんですけれども、両方とも同じ名前なんだよね。 
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○○○○さん、相続人も被相続人も。 

 

髙橋主査     ちょっと今、案件ないので、確認して、すみません、違っていたら、訂正

を加えさせていただきます。申しわけありません。 

 

議  長     それでは、ちょっとこれは、確認して報告ということで。 

ほかにございましたら。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、今の案件はちょっと保留しておいてもらって、次へ進みます。 

それでは、続きまして議案書の別冊をごらんくださいということで、議案

番号第５４号から５５号の農用地利用集積計画の決定の件、２件につきま

して上程いたしますということでございますが、この件につきましては、

農業振興部会に内容審査を委託してありますので、農地部会ではその審査

報告により決定をするものでございます。よろしくお願いします。 

         それでは、田中部会長、よろしくお願いいたします。 

 

田中農業振興部会長 先ほど開催されました農業振興部会において、議案第５４号、農用地利

用集積計画の決定について事前内容審査を行いましたので、報告いたしま

す。 

         １０ページをごらんください。 

         一般分については、３２筆、６万２，８０７平米で、内訳は、貸し付け１

９人、借り入れが１３人でありました。円滑化事業分は、１４１筆、２２

万９２８平米で、内訳は、貸し付けが８６人、借り入れが４８人でありま

した。経営移譲は、１８筆、２万９５２平米でありました。所有権の移転

は、７筆、１万５，７９３平米でありました。第１８条２項６号関係は、

５４筆、６満１３２平米でありました。農地中間管理権の設定は、９１筆、

１３万９，２６５平米でありました。 

         以上の件につきまして、農業振興部会では事前内容審査の結果として、原

案どおり問題なく承認すべきものとして意見集約いたしましたので、報告

いたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、農業振興部会長から内容審査の報告をいただきましたので、そ

の報告に従って集約いたします。 

         議案番号第５４号につきまして、原案どおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということでありますので、本件は原案どおり決定いたします。 
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         それでは、続きまして議案番号第５５号について、農業振興部会長より内

容審査の報告をお願いするわけでございますが、委員に関係する案件でご

ざいますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、森田委

員には退室をお願いいたします。 

 

（森田委員退席） 

 

議  長     それでは、田中部会長、お願いいたします。 

 

田中農業振興部会長 続きまして、同じく農業振興部会において、議案第５５号、農用地利用

集積計画の決定の件について事前内容審査を行いましたので、報告いたし

ます。 

         １１ページをごらんください。 

         円滑化事業分は、１筆、１，７５５平米で、内訳は、貸し付けが１人、借

り入れが１人でありました。 

         以上の件につきまして、農業振興部会では事前内容審査の結果として、原

案どおり問題なく承認すべきものとして意見集約いたしましたので、報告

いたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、農業振興部会長から内容審査の報告をいただきましたので、そ

の報告に従って集約いたします。 

         議案番号第５５号について、原案どおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり決定いたします。 

         それでは、森田委員、入室してください。 

 

（森田委員入室） 

 

議  長     それでは、続きまして議案番号第５６号から５８号、農用地利用配分計画

案の承認の件、３件につきまして上程いたします。 

         本件につきましても、農業振興部会に内容審査を委託しておりますので、

農地部会ではその審査報告により承認をするものでございます。 

         それでは、田中部会長、お願いいたします。 

 

田中農業振興部会長 １４ページをごらんください。 

         同じく農業振興部会において、議案第５６号、農用地利用配分計画案の承

認の件について事前内容審査を行いましたので、報告いたします。 

         農用地利用配分については、９０筆、１３万８，０７４平米でありました。 
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         以上の件につきまして、農業振興部会では事前内容審査の結果として、原

案どおり問題なく承認すべきものとして意見集約いたしましたので、報告

いたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、農業振興部会長から内容審査の報告をいただきましたので、こ

の報告に従って集約いたします。 

         議案番号第５６号につきまして、原案どおり承認することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認いたします。 

         それでは、続きまして議案番号第５７号について、農業振興部会長より内

容審査の報告をお願いするわけでございますが、この案件につきましても、

委員に関係する案件でございますので、青木委員には退室をお願いいたし

ます。 

 

（青木委員退席） 

 

議  長     それでは、田中部会長、お願いいたします。 

 

田中農業振興部会長 １５ページをごらんください。 

         同じく農業振興部会において、議案第５７号、農用地利用配分計画案の承

認の件について事前内容審査を行いましたので、報告いたします。 

         農用地利用配分については、１筆、１，６０９平米でありました。 

         以上の件につきまして、農業振興部会では事前内容審査の結果として、原

案どおり問題なく承認すべきものとして意見集約いたしましたので、報告

いたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、農業振興部会長から内容審査の報告をいただきましたので、こ

の報告に従って集約いたします。 

         議案番号第５７号について、原案どおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり承認するものと決定いたします。 

         それでは、青木委員、入室してください。 

 

（青木委員入室） 
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議  長     それでは、議案番号第５８号について、農業振興部会長より内容審査の報

告をお願いするわけでございますが、この件につきましても、委員に関係

する案件でございますので、森田委員には退室をお願いいたします。 

 

（森田委員退席） 

 

議  長     それでは、田中部会長、お願いいたします。 

 

田中農業振興部会長 同１５ページをごらんください。 

         議案第５８号、農用地利用配分計画案の承認の件について事前内容審査を

行いましたので、報告いたします。 

         農用地利用配分については、１筆、１，３１５平米でありました。 

         以上の件につきまして、農業振興部会では事前内容審査の結果として、原

案どおり問題なく承認すべきものとして意見集約いたしましたので、報告

いたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、農業振興部会長から内容審査の報告をいただきましたので、そ

の報告に従って集約いたします。 

         議案番号第５８号について、原案どおり決定することに賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     全員賛成ということで、本件は原案どおり決定いたします。 

         それでは、森田委員さん、お入りください。 

 

（森田委員入室） 

 

議  長     それでは、先ほどの報告事項について、確認ができたようですので、事務

局から意見をお願いいたします。 

 

髙橋主査     先ほどご指摘いただきました報告事項４ページ、報告の番号が１８番にな

ります。こちらの件につきまして、届出書のほうを確認してまいりました。 

         前所有者（被相続人）ですが、こちら、「○○○○」さんとございますが、

こちらのほう、誤って記載しておりましたので、訂正をお願いいたします。 

         こちら、「○○○○」さんを改めまして「○○○○」さん、こちら「○○

○○」さんに直していただきたいと思います。大変申しわけありませんで

した。 

 

議  長     それでは、訂正ということでよろしくお願いいたします。 



45 

         それでは、続きましてその他について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

         大内主査、お願いいたします。 

 

大内主査     お願いします。 

         それでは、その他の事項です。 

         来月の日程につきましてご確認をお願いしたいと思います。 

         来月、部会につきましては、７月３１日火曜日、午前１１時から、場所は

こちら、第２委員会室です。よろしくお願いします。 

         そして、次回の農地転用の現地調査は、７月２４日火曜日を予定しており

ます。前回、柿澤委員さんには、大丈夫、ということで確認いただいてお

ります。大丈夫でしょうか。 

 

柿澤委員     午前中、昼くらいで終わりますかね。 

 

大内主査     件数にもよりますが、この前、ちょっと９件ほどあったんですけれども、

大体１２時４０分ぐらいに。 

 

柿澤委員     ２時から視察対応になりまして、１時ころまでに帰れれば何とかなります。 

 

大内主査     ちょっと件数により調整させていただきますが、予定をお願いします。         

あと、１５番、上條信太郎委員さんはいかがでしょうか。前回は未定だと

いうことだったんですが、今回。 

 

上條信太郎委員  ２４日。 

 

大内主査     火曜日、はい。 

         はい、ありがとうございます。 

 

上條信太郎委員  もしかしたら、すみません。 

 

大内主査     そのあたり、また調整をして。 

         それでは、よろしくお願いします。 

 

議  長     それでは、お二人の委員さん、よろしくお願いいたします。 

         それでは、以上をもちまして本日の案件は全て終了いたしました。 

         議長を退任させていただきます。 

 

12 議長退任 

 

13 閉  会  赤羽農地部会長代理 
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平成３０年６月 松本市農業委員会 農業振興部会 議事録 

 

１ 日  時    平成３０年６月２９日（金）午後３時１２分から午後４時０４分 

 

２ 場  所    議員協議会室 

 

３ 出席委員    ２７人 １番 田中 悦郎 

              ２番 萩原 良治 

              ３番 三村 和弘 

              ４番 荒井 和久 

              ５番 伊藤 素章 

              ６番 竹島 敏博 

              ７番 百瀬 芳彦 

              ８番 波場 秀樹 

              ９番 窪田 英明 

             １０番 前田 隆之 

             １１番 丸山 寛実 

             １３番 橋本 実嗣 

             １４番 百瀬 文彦 

             １５番 上内 佳朋 

             １６番 細田 範良 

             １７番 百瀬 秀一 

             １８番 竹内 益貴 

             １９番 小林 弘也 

             ２０番 小松 誠一 

             ２１番 三村 晴夫 

             ２２番 波多腰哲郎 

             ２３番 河野  徹 

             ２４番 百瀬 貞雄 

             ２５番 中島 孝子 

             ２６番 金子 文彦 

             ２７番 波田野裕男 

             ２８番 北川 和宏 

 

４ 欠席委員    １人 １２番 忠地 義光 

 

５ 部会長挨拶   田中農業振興部会長 

 

６ 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２１条３により成立 

 

７ 議長就任    松本市農業委員会部会規則第３条により田中農業振興部会長が議長に就 

          任 
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８ 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕 ２１番 三村 晴夫 委員 

                    ２２番 波多腰哲郎 委員 

          〔書記〕青栁主事 

 

９ 協議事項 

  （１）農用地利用集積計画の事前内容審査について 

  （２）農用地利用配分計画案の事前内容審査について 

 

10 その他 

  市長意見書の取り組みについて 

 

11 出席職員 農業委員会事務局     局長補佐 板花 賢治 

          〃         主  事 青栁 和幸 

       農 政 課        主  事 川嶋  遥 

       西部農林課        主  査 上條 裕之 

 

12 会議の概要 

議  長     それでは、協議事項に入ります。 

         初めに、協議事項１、農用地利用集積計画の事前内容審査についてですが、

本件は総会において事前内容審査を付託された議案第５４号から５５号に

ついて審査を行うものです。 

         初めに、利用集積計画にのっている新規就農者について事務局から説明を

し、その後、農政課から一括して説明をお願いいたします。 

         それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

         青栁主事。 

 

青栁主事     お世話になります。農業委員会事務局の青栁から、今回の議案にのってお

ります新規就農者について説明をいたします。 

         議案の１６ページをごらんください。 

         今回ですけれども、新規就農者として３つの法人がありますので、それぞ

れご報告いたします。 

         では、整理番号１番、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から報告させていただきます。 

         こちらの会社ですけれども、本社の所在地は和歌山市ということで、かな

り遠方になります。また、今回借り入れる農地ですけれども、波田地区の

農地３筆、８７．２アールを借り入れるということでお話をちょうだいし

てございます。栽培予定品目につきましては水稲、また農業の従事予定人

数については５人ということでお話をいただいております。また、就農の

目的ですけれども、農産物の出荷等を行うということでお話をいただいて

おりまして、出荷先としては、道の駅を予定しているということになって

おります。また、年間１，２００万円の販売額を見込むということでお話
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をいただいております。遠方からの参入になりますけれども、こちらはも

ともと〇〇〇〇〇〇という会社がございまして、そちらの農業部門が独立

して新しく設立された会社になります。こちらの〇〇〇〇〇〇ですけれど

も、今回借り入れる農地３筆をもともと借り入れて農業生産を行っていた

ということで、会社自体は変わりますけれども、実質では同じ人が引き続

き農地を借りて耕作をするということでお話をいただいております。 

         参考までにですが、〇〇〇〇〇〇ですけれども、こちら、今回〇〇〇〇〇

〇が借りる農地を平成２８年３月から借り入れをして耕作をしていたとい

う実績がございますので、よろしくお願いいたします。 

         あと、新規の参入の法人になりますので、農地所有適格法人ではございま

せん。そのため、借り入れにつきましては、解除条件つきの貸借となりま

すので、お願いいたします。 

         また、今後、こちら、波田を中心になろうかと思いますが、規模拡大を目

指しているということですので、ご承知おきいただければと存じます。 

         新規就農届の署名につきましては、波田の波多腰委員、それから森田委員

からご署名をちょうだいしておりますので、あわせてご報告いたします。 

         議案につきましては、６ページの議案番号２７番、こちらの波田３筆の議

案の該当となりますので、よろしくお願いいたします。 

         続きまして、１６ページの整理番号２番、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇につい

てご説明させていただきます。 

         こちらですけれども、本社の所在地は塩尻市になります。また、借り入れ

する農地につきましては、今井の３筆、１６．８アールを予定してござい

ます。栽培予定品目につきましては、葉野菜、洋菜を中心とした栽培を予

定しておりまして、農産物の出荷等を行う、塩尻市分も含めまして、年間

３，０００万円の収益ということでお話ちょうだいしてございます。 

         こちらの法人ですけれども、塩尻市で大規模にやっている法人になりまし

て、平成２９年３月に塩尻市にて農地所有適格法人を取得、また同じ年の

６月には任認定農業者にもなっております。新規就農届に平成３０年３月

の農地所有適格法人の報告書を添付していただいたんですけれども、その

中で、既に塩尻市で４．２ヘクタールという規模の農業をされているとい

うことですので、かなり実績のある方が今回松本に新たに参入をしてくる

というような形になります。 

         新規就農届野提出をしたのは、松本市の権利取得が初めてということで、

ご提出をいただいたことになりまして、今後、松本市での規模拡大を希望

しておりますので、一応ご承知おきいただければと存じます。 

         こちらの新規就農届につきましては、田中部会長と、上條英一郎委員にご

署名をいただいておりますので、お願いいたします。 

         なお、議案につきましては、５ページの下にあります第１８条２項６号の

うちの議案番号４番が該当いたしますので、よろしくお願いいたします。 

         もう一点、整理番号３番、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇になります。こちらです

けれども、所在地、耕作地とも奈川になりまして、借り入れ予定の筆数は

４５筆、面積にしまして４４５アールを予定しております。栽培予定品目
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につきましては、ソバ、エゴマ、赤カブの３つを主とするということでお

話をいただいております。営農につきましては、農産物の出荷等を行う予

定で、出荷先はＪＡあづみ、販売額は５００万円程度を見込んでおります。 

         こちらですけれども、もとが〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇になりまして、こ

ちらの農業部門が今回独立しまして、設立された法人になります。 

         今回権利取得する農地につきましては、もともと〇〇〇〇〇〇と貸借をし

ていた農地を改めて会社として借り入れをするということでお話をちょう

だいしてございます。 

         また、新規設立の会社になるので、農地所有適格法人ではございません。

そのため、解除条件つきの貸借ということになりますので、お願いいたし

ます。 

         奈川地区を中心に規模拡大を予定しているということでお話をちょうだい

していること、署名につきましては、奈川の橋本農業委員からちょうだい

しておりますので、ご報告いたします。 

         議案につきましては、５ページ、１８条２項第６号関係の議案番号５番、

それから６ページの２６番までが全てこちらの会社の利用権設定になりま

すので、よろしくお願いいたします。 

         新規就農者につきましては以上になります。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいま青栁さんの説明に補足すること何かありましたら。 

         波多腰委員、何かありますか。 

 

波多腰委員    〇〇〇〇〇〇ですが、聞いたところによりますと、会社の方が地主の親族

で、田んぼを借りてつくるようです。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         ２番ですけれども、塩尻で農地適格法人になっておられるので、信頼と実

績があると考え、署名しました。 

         ３番、橋本委員、何かありますか。 

 

橋本委員     〇〇〇〇〇〇ですが、毎年高齢者の方から、もう自分の農地は耕作できな

いから何とかしてくださいという話が出まして、この人たちでやろうじゃ

ないかという、主にそういう趣旨でこの会社を立ち上げてやるようになっ

たわけですので、よろしくお願いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         では、続きまして、農政課から一括で説明をお願いいたします。 

         川嶋主事。 

 

川嶋（農政課）  農政課の川嶋と申します。よろしくお願いいたします。着座にて説明させ

ていただきます。 
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         １ページをごらんください。 

         今回、集積の議案は５４号、５５号の２つに分かれていますが、一括して

説明させていただきます。 

         協議事項１、議案第５４号、農用地利用集積計画の事前内容審査。 

         内容はごらんいただければと思いますので、合計だけ読み上げます。 

         １０ページをごらんください。 

         合計、一般分、筆数３２筆、貸し付け１９人、借り入れ１３人、面積６万

２，８０７平米。 

         円滑化事業分、１４１筆、貸し付け８６人、借り入れ４８人、面積２２万

９２８平米。 

         経営移譲、１８筆、貸し付け２人、借り入れ２人、面積２万９５２平米。 

         利用権の移転、７筆、貸し付け３人、借り入れ５人、面積１万５，７９３

平米。 

         第１８条２項６号関係、５４筆、貸し付け２７人、借り入れ４人、面積６

満１３２平米。 

         農地中間管理権の設定、９１筆、貸し付け６２人、借り入れ１人、面積１

３万９，２６５平米。 

         合計、３４３筆、貸し付け１９９人、借り入れ７３人、面積５１万９，８

７７平米。 

         当月の利用件設定全体のうち認定農業者への集積、筆数１７６筆、面積２

６万３，７６０平米、集積率は７６．７０％となっております。 

         続きまして、１１ページをごらんください。 

         議案第５５号、農用地利用集積計画の事前内容審査。 

         合計だけ読み上げます。 

         円滑化事業分のみとなっております。筆数１筆、貸し付け１人、借り入れ

１人、面積１，７５５平米、認定農業者への集積は１００％となっており

ます。 

         協議事項１については以上になります。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの説明について、地元の委員の方から補足説明等ありましたら、

お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、ほかの委員の方でこの案件についてご意見等ありましたら、お

聞かせ願いたいと思います。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     それでは、集約したいと思います。 

         議案第５４号について、原案どおり決定すべきものとして農地部会に報告
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することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案第５４号はただいまのとおり農業振興部会終了後、

農地部会にて報告することといたします。 

         続きまして、議案第５５号について、原案どおり決定すべきものとして農

地部会に報告することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案第５５号はただいまのとおり農業振興部会終了後、

農地部会にて報告することといたします。 

         続きまして、協議事項２、農用地利用配分計画案の事前内容審査について

ですが、本件は総会において事前の内容審査を付託された議案第５６号か

ら５８号について審査を行うものです。 

         それでは、農政課から一括して説明をお願いいたします。 

         川嶋主事。 

 

川嶋（農政課）  農政課の川嶋と申します。引き続きよろしくお願いいたします。 

         着座にて説明させていただきます。 

         １２ページをごらんください。 

         配分の議案についてですが、こちらも５６号から５８号までに分かれてお

りますが、一括して説明させていただきます。 

         協議事項２、議案第５６号、農用地利用配分計画案の事前内容審査。 

         合計欄だけ読み上げますので、１４ページをごらんください。 

         合計、筆数９０筆、貸し付け１人、借り入れ１５人、面積１３万８，０７

４平米。 

         当月の利用権設定（中間管理権設定）のうち認定農業者への集積は、筆数

８８筆、面積１３万３，６２４平米、集積率は９６．７８％となっており

ます。 

         続きまして、１５ページをごらんください。 

         議案第５７号、農用地利用配分計画案の事前内容審査。 

         合計だけ読み上げます。 

         筆数１筆、貸し付け１人、借り入れ１人、面積１，６０９平米、集積率は

１００％となっております。 

         続きまして、議案第５８号、農用地利用配分計画案の事前内容審査。 

         合計だけ読み上げます。 

         筆数１筆、貸し付け１人、借り入れ１人、面積１，３１５平米、認定農業

者への集積率は１００％となっております。 
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         協議事項２については以上になります。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの説明において、地元の委員の方から補足等ありましたら、お願

いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、ほかの委員の方でこの案件について意見がありましたら、発言

をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     集約したいと思います。 

         議案第５６号について、原案どおり決定すべきものとして農地部会に報告

することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案第５６号は、ただいまのとおり農業振興部会終了

後、農地部会にて報告することといたします。 

         続きまして、議案第５７号について、原案どおり決定すべきものとして農

地部会に報告することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案第５７号は、ただいまのとおり農業振興部会終了

後、農地部会にて報告することといたします。 

         議案第５８号について、原案どおり決定すべきものとして農地部会に報告

することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、議案第５８号は、ただいまのとおり農業振興部会終了

後、農地部会にて報告することといたします。 

         以上で議事を終了いたします。 

         それでは、市長意見書の取り組みについてお願いします。 

         青栁主事から説明をお願いいたします。 
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青栁主事     お疲れさまです。 

         本年度継続して行っている市長意見書の取り組みについてということで、

今回、私から説明させていただきます。 

         ６月ですけれども、当初の予定ですと、ほかの市町村の意見書を見て参考

にしてみようというテーマを定めておりましたので、当日配付ということ

で、２つの意見書をお配りさせていただきました。まず、そちらの資料が

お手元にあるか確認させてください。ホチキスどめの資料が２部ですけれ

ども、お手元にない方、いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

         では、こちらを参考にしながら、今回、お話をさせていただければと存じ

ます。 

         最初に、こちらの２つで事前にお断りしておきたいんですけれども、長野

市のものと塩尻市のものをそれぞれ取り寄せることができましたので、確

認をしていただきますが、長野市につきましては、ホームページ等で既に

公表されているもので、特に気にする必要はないのですが、塩尻市のほう

が、実際に懇談会で使用されたものをいただきまして、公表されている資

料ではないそうですので、紛失等、取り扱いには十分ご注意いただければ

と存じます。よろしくお願いいたします。 

         では、意見書の中身について説明して、今後の意見書の引き継ぎないし作

成についての参考というような形で、確認をいただければと存じますので、

よろしくお願いいたします。 

         説明を着座にて失礼いたします。 

         それでは、長野市の意見書から、内容について説明させていただきますの

で、こちらの要望書と銘打たれているものからご確認いただければと思い

ます。 

         長野市の要望書ですけれども、松本市と形式がよく似ておりまして、前文

がありまして、その後、１から８の項目に分かれて要望という形の構成に

なっております。 

         全てを読み上げるつもりはございませんので、前文については省略をしま

すけれども、この前文の中で、担い手と人材育成について言及している箇

所が複数ありまして、長野市として一番力を入れたいところであるという

思いが出ていることが確認できます。 

         では、「長野市農業施策に関する要望書」から、各項目に従って説明させ

ていただきます。 

         最初に、８つの項目があるということでお話をさせていただいきましたが、

ある程度分類することができます。長野市の場合ですと、１、担い手や労

働力に関すること、２、農地に関係すること、３、助成事業に関すること、

４、有害鳥獣対策に関すること、という仕分けになります。また、全国的

に問題になっている事案について取り上げているという特徴もございます。 

         では、１番からまいります。 

         １、農業の多様な担い手の確保について、という内容になります。こちら

ですけれども、全国的に問題になっている高齢化や後継者不足、農業就農

人口の減少を課題として提起したものになりまして、定年帰農者、Ｉター
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ン、Ｕターンといった人が就農しやすい環境づくりが必要ではないかとい

うことを提言したものになります。具体的には、農地や農業機械、設備の

関係、住宅等について総合的な相談ができる体制を、市を中心にＪＡ等を

含めてつくってほしいというのが１点。それから、相談体制を組む中で、

この地区で就農するには何をつくればいい、この規模だとどれくらいの収

入が得られる、もしくはこれをつくりたい場合はここの地区でやるといい、

といったモデルケースを紹介できる形にして、新規就農相談をされた方に、

どう進めればいいのかを誘導できるような体制を整えてください、という

要望となっております。また、新規就農支援事業が長野市にございまして、

４５歳未満という年齢制限を設けているそうです。しかし、定年等退職し

て帰農する方も増えているということで、中途退職した人が新規就農事業

から漏れてはいけないということで、年齢制限を５０歳未満に引き上げる

ようにということもあわせて要望として上げております。 

         続きまして、２番、中心的な担い手となる農業者の育成についてです。こ

ちらは、中心的な担い手とは認定農業者のことであると定め、そうした担

い手の増加と継続を図ることを提言しています。具体的には、今、認定農

業者になっていない方が認定農業者を目指すような仕掛けをつくる。認定

農業者になっている方が今後の営農計画に関して個別に面談ができる機会

を設け、改良普及センター等とも連携し適正なアドバイスができるように

することで、営農継続と改善しやすい環境をつくることを明記しています。 

では、３番、担い手への農地集積・集約になります。こちらはタイトルの

とおりで、実際に集積を図るためにどうしていくかを考えてほしいという

内容になります。ポイントとして挙げているのは、小規模農地や条件不利

農地の基盤整備、進入路確保の計画的な実施。そのうえで、担い手への農

地の集積。また、人・農地プランの活用についても集積に有効と考えてい

るようで、現在、策定が進んでいない地区については早期策定に向けたサ

ポート。策定済みのところについては、より有効なプランにするための随

時見直しの実施。こういったことを行うよう要望をしています。 

         ４番です。中山間地域における農業振興対策になります。こちらについて

は、面積で４分の３程度を占める中山間地域の農地をどのように扱ってい

くかということを中心にした提案になります。内容としては、中山間地域

に適した作物の研究、そうした作物の導入奨励、それから長野市で実施し

ている中山間地域の農業対策事業の事例を地区へ紹介し、事業活用をしな

がら遊休化防止、遊休農地等の活用、産地化を要望しています。 

         ５番、有害鳥獣対策になります。こちらは、電気さくを現在設置していな

いところについて、設置作業の補助。それから、維持管理が農業者の高齢

化等で大変なので、そちらについてのサポートもお願いしたいという要望

になっております。 

         続きまして６番、農地の災害復旧に対する助成です。こちらは局地的な大

雨等、異常気象が続いていますが、もし自然災害が発生した場合、被災し

た農地の復旧を行いますけれども、そちらの負担率を軽減してほしいとい

う内容となります。長野市では現状の負担率が１０％になっているそうで
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すけれども、特に中山間地域は復旧にかかるお金が高額になることもあっ

て、１０％でも負担が大きいようで、さらに負担率を下げてほしいという

要望を出しています。 

         ７番、農業機械の補助金等について。こちらについては、特に新規就農者

と高齢農業者を中心に、中古農業機械の購入やリース、レンタルといった

ニーズが高まっているということで、そういった方を対象に、負担軽減の

ための補助金や支援制度の創設を検討してほしいという内容になります。

それにあわせて、市の補助金等の手続きが煩雑な部分もありますので、書

式の簡略化等、できるだけ利用しやすくしてほしいと要望しています。 

         それから、８番、労働力の確保対策になります。こちらは長野市の農業公

社が、農作業お手伝いさん事業という、繁忙期等に短期的な人手を派遣す

る事業を行っておりますが、時期によっては多数の農家からお願いされ、

人を派遣できないケースがあるそうです。そのため、人材の確保等を含め

て安定的な運用をしてほしいという内容を挙げています。 

         以上で、長野市の要望書の説明を終わりますが、ホームページから取り寄

せたものなので、概要だけのものを今回は提出する形になります。大変申

しわけございません。また、特徴として、全市的な提言を全体的に行って

いるということ、今ある事業に関して改善または事業の推進をしてほしい

という内容を中心にしている印象があり、新規で何かをつくるというより、

今あるものを十分に活用するように提言をしていると思われます。それか

ら、先ほど手続に対する要望がありましたが、実際の制度運用についても

言及していることも特徴として挙げられます。 

         続きまして、塩尻市の説明をさせていただきます。 

         塩尻市につきましては、１ページにつき１つ、計１１個の提案をしている

形になります。また、内容から、各地区の農業委員が地元の課題について

提起している形になっていると見受けられます。資料では伏せてあります

けれども、１つの提案に対して１人の農業委員が説明をしています。それ

から、先ほどの長野市と同様、１１個の提案は５つの分類に分けられます。

１つ目が経営や販路に関すること、２つ目が遊休農地対策及び中山間農地

の活用について、３つ目が担い手や労働力の確保、４つ目が有害鳥獣対策、

５つ目が事業提案、政策提言について言及したものになります。 

         それでは、各ページについて説明をさせていただきます。 

         １ページからまいります。 

         塩尻市の農業公社による６次産業化モデル事業の提案です。平成２２年に

設立された農業公社が塩尻市にあり、農業委託や労働力の補完を主に行っ

ています。また、最近は外部委託による加工品の販売等も行っているよう

で、今後、農業公社自身での加工及び販売、飲食店経営等を行うことで塩

尻ブランドを確立し、それにあわせて農業公社自体も６次産業化を目指す

のがいいのではないかという提案となっております。 

         続けて２ページになります。 

         こちらは荒廃農地解消の提言となりますけれども、主眼は条件不利農地と

なっております。内容としては、条件不利農地でも栽培可能であり、高齢
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農家や小規模農家に向く農作物の研究をしてほしい。そのうえで、会社員

等非農家の方にも参加していただける講習会を開催し、荒廃農地を活用し

ての農業体験を行うのはどうかというものです。また、講習会を通して農

作物の直売、加工等も行って収入を得つつ、人材育成もするのはどうかと

いう提案もしております。 

         では、３ページにまいります。 

         こちらは中山間地の条件不利農地への対応方針と統一指導になります。内

容としましては、主な課題として、条件不利農地、耕作者の高齢化、後継

者の未就農がございまして、それにより耕作放棄地が発生してしまってい

る。その傾向は中山間地で顕著であるとのことです。また、条件不利とい

うことで中間管理機構での借り入れも難しく、遊休化もしやすい。そうい

ったことから、まず、中核農家の育成規模拡大奨励金、こちらは平成２９

年度までは中山間地に適用されていなかったので、そちらを中山間地の利

用権設定者にも適用するようにお願いしたい。さらに金額を増額して、貸

借を促してほしいということが１つ目の要望になります。それから、山間

農地の青地からの除外、非農地に向けて意見聴取等の準備を早期に進めて

ほしいという要望。加えて、非農地決定をした後、地目が山林になった場

所を緩衝林として利用するよう整備の補助をしてほしいという要望になっ

ております。 

         では、４ページへまいります。 

         中山間地域の農業の現状と当面の対策になります。前段としまして、トン

ネル工事等の減渇水対策として、ため池等を設置した経過があり、そうい

ったため池の補修が今まで行われてきていない。ポンプが１基しか設置さ

れてないものも多いので、有事の際に水が来ないことが危惧される。この

ため、ポンプ整備とため池の補修をしてほしいというのが１つ目の要望に

なります。それから、中山間地の貸し付けが増えているけれども、貸し付

け後に地主自身が管理をしないこともあって、土手や用水路が荒れてしま

うケースが増えている。それに対して、草刈りやすき間等の生じた水路の

改修を促すよう要望しています。また、山際を中心に鳥獣害が発生をして

おり、緩衝帯の整備、もしくは鳥獣防止ネット等の設置、それに対する補

助をしてほしい。加えて、有害鳥獣対策センターを設置して、見回りや駆

除の実施、それに対する助成をしてほしいという要望が挙がっております。 

         では、続いて５ページになります。 

         多面的機能支払制度の期限延長についてです。平成２６年からスタートし

て、２９年度の意見書提出時点で４年が経過した中で、塩尻市の団体では

実情に即した有益なお金の使い方ができるようになったそうです。非常に

有効な制度ですけれども、５年間の時限的な立法であることから、今後も

継続して使いたいということで、制度の延長を希望する内容になります。

多面的機能支払は国の制度ですので、市を経由して、ほかの団体も含めて

多面的に国へ要望を上げてほしいという要望になっております。 

         次に、６ページ、有害鳥獣駆除です。こちらは平地も含めた内容になって

いて、カラスやハクビシン、ムジナといった鳥と小動物の被害がひどく、
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それによって収穫量がダウンしているということで、そういったものの捕

獲をしてほしいという内容になります。 

         続いて７ページにまいります。 

         こちらは農業経営者の育成及びアピールになります。市内農業従事者の６

０歳以上の比率が８割を超えており、さらに、６５歳以上の農業従事者が

約７割いるという中で、新規就農者、農業後継者の確保について提案をし

ています。内容として、引退した、もしくは引退する予定の農家を里親と

して新規就農者に紹介し、所有農地や農業機械の貸借、技術継承を行うこ

とで後継者育成をしていく。加えて、引退する予定であった農家の生きが

いづくり、貸借料も含めた収入確保を図るのはどうかという提案となって

おります。また、こういった働きかけをある程度ルール化できた時点で学

校等でのＰＲをして、農業への興味喚起、将来の選択肢に農業を加えるよ

うな啓発を行うことも挙げています。それと、独身農家の増加も問題に挙

げておりまして、市でそういった農業者の婚活を後押しするのはどうかと

いう提案もございます。 

         では、８ページになります。 

         こちらは定年後の方の帰農を進めるという提案です。内容は、定年後、地

元を離れて働いていた方がＵターンで戻ってきた場合を想定して書かれて

おりまして、そういった方がもし、就農したいという場合に就農支援をし

てほしい。それから、問題になるであろう住宅の確保について、親の家の

敷地内か、近くの農地を転用して新築することが想定されるため、県等へ

農地転用の判断について、スピーディーで柔軟な対応をすること働きかけ

てほしいというものになっております。 

         ９ページへ行きます。 

         労働力の確保と営農支援体制の充実という内容になります。実態の話から

入りますけれども、塩尻市内の農家は大半が家族経営であり、実際の農業

従事者は高齢化し、後継者も不在になっていることが問題となっています。

その上で、経営の維持や拡大、季節的なものを含めて労働力確保のための

営農支援体制の充実を図るというものです。塩尻市の農業公社で、ねこの

手支援という名前の労働者の派遣事業を行っているようですけれども、繁

忙期等に思ったような支援が受けられないというケースがあるようで、そ

ういった時でも十分な対応が可能となるように、農業支援者も含めた人材

発掘と育成を要望しますという内容になります。 

         では、１０ページにまいります。 

         こちらは、人・農地プラン登録者の農地所有適格法人化への取り組み強化

という提案となります。塩尻市ではワインをメインとした農業経営、法人

化、利用集積はかなり進んでいるそうです。ですが、米や野菜といったワ

イン関係以外の作物に関しては、なかなか進展していないことが課題とな

っています。ワイン以外のものも利用集積等を行っていかないと、農地の

有効活用や農業の発展が図れないので、主に人・農地プランに登録してい

る方を対象に、法人化の検討につながるような研修会を開催する。その上

で、そういった方々の意見交換会を定期的に行いまして、法人化もしくは
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農地所有適格法人になることを勧めるのはどうかという提案となります。 

         最後、１１ページ、マルチ及び廃プラスチックの処理についてになります。 

         マルチや廃プラスチックの処理費用が農家の負担になっており、塩尻市は

過去にマルチの廃棄に関しては一部補助を出していたようですけれども、

そちらが廃止されてしまった。そこで、改めてマルチ廃棄の補助を復活し

てほしい、それにあわせて廃プラスチックの処理費用補助を新設してほし

いという要望になっております。 

         塩尻市の特徴としましては、最初ご紹介させていただいたとおり、全市を

俯瞰した内容というより、各地区でどんな事業が利用されているかとか、

地区の課題をどう整理していくか、といったことを主眼に置いた提言を行

っていることが見受けられます。また、国政や県政に対しても、市を通し

て働きかけをするのはどうかという提言をしていることも挙げられます。         

あとは、参考までですけれども、塩尻市の意見書提出の形式は松本市と同

じ流れとなっております。最初に市へ意見書を提出する。次に、市から回

答をもらって、それに基づいて意見交換を行うとなっていますが、出席者

に若干違いがありまして、農業委員と市の関係職員、そこに市議会議員も

出席して懇談会を行っているということで情報をいただいております。 

         ２つの意見書の説明をさせていただきました。松本との比較分析をしっか

りできればよかったのですが、行うことができず申し訳ございません。も

し挙げるとすれば、松本の意見書は、テーマ、課題を設定して、全市的な

課題に対して、新しく何か対策をしたらどうかということを中心に提案を

している傾向がございます。長野市も、市全域ではありますけれども、既

存事業の活用等を中心にした視点で提案をしている。また、塩尻市につい

ては、各地区を中心としている、起点となる視点が違うという特徴がござ

います。こういった視点の差も踏まえながら、松本市の意見書について、

参考にしていただければと思います。 

         まとまらないですけれども、今回の他市町村の意見書、要望書を参考にし

ようということについての資料の説明は以上になります。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         これについて、具体的に他の意見書がいいとか、悪いとか、そういう話は

別に必要ないとは思いますけれども、皆さん、何かありますか。 

松本市は当然独自で行けばいいし、実情に合った形態、営みをすればいい

のですが、８月以降、次の方にバトンタッチします。引き継ぐにあたって、

長野市、塩尻市のこんな内容もあるということで、我々がこれまで書いて

なかったこと、お気付きの点はございますか。萩原委員。 

 

萩原委員     少し気がついたことになりますけれど、長野市の意見書の前文を見ると、

日付が３０年２月２日となっていますが、多分、２９年度中に１年かけて

まとめて、要望書として提出していると思います。長野市も実施計画です

とか、そういった経過を経て予算に結びつけていると思いますけれども、

時期的に行政としては取り入れやすいタイミングで、非常にいいと思いま
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す。そんな感じがしましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         スケジュール的にも、考えられるところは調整いけばいいですし、また次

の方たちに、その辺も含めて引き継ぎたいと思います。 

         ほかにどなたかありますか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですか。 

         では、これで議事を終了させていただきます。 

         これで議長を退任させていただきます。ありがとうございました。 

 

13 議長退任 

 

14 閉  会  河野部会長代理 

 

農業振興部会長 

          農業振興部会長                         

 

          議事録署名人 ２１番                      

 

          議事録署名人 ２２番                      

 


